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第 7回三木市・吉川町合併協議会結果概要 

 

と き 平成１６年９月２日（木）１３：３０～ 

ところ 三木市立教育センター 大研修室 

 

１ 開 会 

 

２ あいさつ 

 

３ 会議録署名委員の指名   宮脇委員(三木市)・高橋委員(吉川町) 

 

４ 議 事 

 

(1) 協議事項 

協議第 32 号 一部事務組合等の取扱いについて 承認 

協議第 33 号 各種事務事業（保健衛生関係事業）の取扱い（その２）につ

いて 承認 

協議第 34 号 各種事務事業（農林水産関係事業）の取扱いについて 承認 

協議第 35 号 各種事務事業（水道事業）の取扱いについて 承認 

協議第 36 号 各種事務事業（下水道事業）の取扱いについて 承認 

協議第 37 号 新市建設計画について 継続審議 

 

(2) 提案事項 

提案第 38 号 各種事務事業（塵芥処理）の取扱いについて 

提案第 39 号 各種事務事業（防災関係事業）の取扱いについて 

提案第 40 号 各種事務事業（建設関係事業）の取扱いについて 

提案第 41 号 各種事務事業（社会教育関係）の取扱いについて 

提案第 42 号 各種事務事業（市町立学校等の通学区域）の取扱いについて 
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開会 午後１時30分 

小谷事務局長    それでは、失礼をいたします。ご案内の定刻になりましたので、

これより第７回三木市・吉川町合併協議会を開催させていただき

たいと思います。 

会議を始めるに当たりまして、会長よりごあいさつを申し上げ

たいと思います。 

加古会長      皆さんこんにちは。本当にきょうはあいにくの天気でございま

して、お足元の悪い中でございますが、皆様方お集まりをいただき、

第７回の三木市・吉川町合併協議会が開催できることができました。

本当にありがとうございます。皆さん方には大変お忙しい中、お繰

り合わせご出席を賜りまして本当にありがとうございます。 

皆さん方におかれましても、三木市にとりましては市制施行50

周年と、こういうような節目の年でもございまして、先月の末の、

先週末と申しますか、８月28日、29日にご承知のとおりラジオ体

操を、ＮＨＫの６時半からのラジオ体操をやっていただいたわけ

でございますが、これも3,000名に超える市民のみならず、市外か

らもご参加をいただいて、現実に多くの方々とともに健康づくり

のラジオ体操をさせていただいた。また、元気なところを全世界、

日本に発信したと、こういうところでもございます。 

また、その翌日の29日に三木合戦シンポジウムをさせていただ

いたわけでございますが、そのシンポジウムには600人程度の方が

お越しになり、その半数以上が市外から、遠くからお越しいただ

いたと。 

こういうようなことで考えてみますと、いろんなことをやれば

大勢の方がお集まりいただき、ともどもに喜び合える機会が持て

たと、こんな思いもいたしておるわけでございます。 

そのようなことでございまして、本日も第７回目を迎えており

ますし、また、新市建設計画、このような課題につきましてもご

協議をいただく、このようになっておるわけでございます。新市
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建設計画につきましては、また、より一層慎重審議をしていただ

きながら、よりよいまちづくりにと、こう願っておりますので、

どうか熱心にご協議をいただきながら、よりよいものをつくれる

ようご尽力をお願いするものでございます。 

皆さん方の温かいご指導、ご協力によりまして、本当に三木市、

吉川町、また新たな三木市が誕生できますことを願いながら、開

会のあいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

小谷事務局長    それでは、早速ではございますけども、会議の進行につきまし

て、議長の方から進めていただきますようお願い申し上げます。 

加古議長      それでは例によりまして、議長の席を務めさせていただきます

ので、よろしくご協力のほどお願いいたします。 

ただいまご出席いただいております委員の皆様方は25名の全員出

席でございますので、会議は成立し、今後の議事に入らせていた

だきたいと存じます。 

では、議事録署名委員の指名を私の方からさせていただきますの

で、よろしくお願いを申し上げます。第７回の協議会の議事録署

名委員には、三木市の宮脇史郎委員さん、吉川町の高橋早弓委員

さんを指名させていただきます。よろしくお願いいたします。 

では、早速でございますが、協議に移らせていただきます。 

協議第32号 一部事務組合等の取扱いについての協議を願います。 

では、協議第32号の説明を事務局からお願いいたします。 

小谷事務局長    それでは、事務局の方から説明をさせていただきたいと思いま

す。 

まず最初に、まことに申しわけございませんけども、お配りし

ております資料の方で２カ所、訂正箇所が出てまいりました。その

箇所のご訂正をお願い申し上げたいと思います。 

まず１点目につきましては、64ページでございます。64ページ

をお開きいただきたいと思います。ここでは地域防災計画のことで

ございますけども、一番上の１番のところで、吉川町の方の地域防
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災計画、平成12年の修正といたしておりますけども、平成14年度

の誤りでございます。14年度にご訂正をお願いいたしたいと思い

ます。 

それともう１カ所でございますけども、84ページでございます。

84ページの３番、図書館の関係でございます。これは三木市側で、

（２）の施設概要のウのところの真ん中より少し下のところで、公

民館だよりといたしておりますけども、これは図書館だよりの誤り

でございました。ご訂正をお願い申し上げたいと思います。 

以上、２点の訂正でございます。 

それでは、本題の方の協議事項につきましてご説明を申し上げ

たいと思います。 

まず資料の１ページをお開きいただきたいと思います。 

協議第32号 一部事務組合等の取扱いについて、次のとおりと

するといたしまして、三木・吉川農業共済事務組合については、合

併の前日をもって解散し、合併の日にすべての事務、財産及び債務

を新市に引き継ぐというものでございます。 

次２ページをお開きいただきたいと思います。 

１の一部事務組合についてということでございますけども、三

木・吉川農業共済事務組合につきましては、事業の合理的かつ効率

的な運営並びに基盤の強化を図るために、平成12年４月１日に組

合が誕生して今日に至っておりますが、今回の市町合併によりまし

て一つの自治体となるために、合併の前日をもって解散し、合併の

日にすべての事務、財産及び債務を新市に引き継ごうとするもので

ございます。 

３ページ、４ページから５ページにかけまして、関係法令並び

に先進事例を掲載いたしております。 

以上、32号関係の説明とさせていただきます。 

加古議長      協議第32号の説明が終わったわけでございます。ご質問、また

ご意見等ございましたらご発言をお願いいたします。 
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それでは、ないようでございますので、採決をいたしたいと存じ

ます。 

お諮りいたします。 

協議第32号 一部事務組合等の取扱いについて、原案に賛成の方

は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

加古議長      ありがとうございます。 

挙手全員でございますので、協議32号 一部事務組合等の取扱

いにつきましては、原案のとおり決定いたしました。ありがとうご

ざいました。 

次に、協議第33号 各種事務事業（保健衛生関係事業）の取扱

い（その２）について協議をお願いいたします。 

内容につきましては事務局から説明申し上げます。 

小谷事務局長    それでは、協議第33号についてご説明を申し上げます。 

資料の６ページをお開きいただきたいと思います。 

協議第33号 各種事務事業（保健衛生関係事業）の取扱い（そ

の２）について、次のとおりとするといたしまして、１、環境保全

条例については合併時に三木市の制度に統一する。 

２、合併処理浄化槽設置整備補助事業については、合併時に三

木市の制度に統一する。 

３として、水洗便所等改造資金融資あっせん制度については、

合併後平成18年度から三木市の制度に統一する。ただし、平成17

年度末までの吉川町の融資あっせん制度利用者に対する利子補給は

返済終了まで継続する。 

次の７、８ページをお開きいただきたいと思います。 

１番目の環境保全条例でございますけども、三木市におきまし

ては市民の健康で安全かつ快適な生活に必要な、良好な環境を守る

ため、三木市環境保全条例を制定し、環境保全に努めておりますが、

吉川町には同様の条例がないために、合併時に三木市の制度を適用
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しようとするものでございます。 

次に２の合併処理浄化槽設置整備補助事業については、現在、

設置が多い７人、10人槽において、両市町において違いがないこ

と、また三木市では合併処理浄化槽設置整備補助事業については、

地区集会所の補助金の適用ございませんが、集会所整備補助として

水洗便所への改造に対する補助制度を設けております。 

したがいまして、両市町では人槽により補助金の若干の相違が

ありますが、実態としては大きな相違はないために、三木市の制度

に統一しようとするものでございます。 

ただし、三木市の制度につきましても、県において補助金の見

直しが検討されておりまして、平成16年度中に県制度の変更にあ

わせて見直しを行うこととしております。 

次に９ページをお開きいただきたいと思います。 

３番の水洗便所等改造資金あっせん制度につきましては、両市

町において貸付限度額や融資利子について違いがございます。また、

吉川町では利子補給の助成が行われております。これによりまして

事業の推進が図られておりますが、初期の目的はおおむね達成され

てございます。 

したがいまして、平成18年度からは三木市の制度に統一し、利

子補給は廃止となりますが、平成17年度までの吉川町の融資あっ

せん制度利用者に対する利子補給は、返済終了まで継続しようとす

るものでございます。 

10ページには先進地事例を掲載いたしております。 

以上で第33号の説明を終わらせていただきます。 

加古議長      33号の説明が終わったわけでございます。ご質問並びにご意見

等ございましたら、ご発言をお願いいたします。 

どうぞ。 

井川委員      吉川町の利子補給年３％以内にと書いてありますけど、今はど

のくらいされているんですか。 
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加古議長      わかったら説明して。 

清水        吉川町の上下水道課長をしております清水です。 

先ほど実績件数でよろしいですか。 

15年度実績で、合併浄化槽につきましては61件、金額につきまし

ては80万でございます。 

以上でございます。 

井川委員      これ60カ月以内になっていますから、まだまだ残っている年数

は大分あるんですか。 

清水        最長60カ月、５年ということでありますので、最終17年度末で

うけられますと、22年度までということになります。 

加古議長      現在の残っているやつを。 

清水        現在の件数で、件数は61件。今から何ぼかふえてくる可能性も

ありますけども、ここ一、二年は60件程度で進むと掲示しており

ます。 

井川委員      これは大分続くと思いますけど、わかりました。 

加古議長      ほかにございませんか。 

ないようでございましたら、第33号につきましては採決をさせて

いただきたいと存じます。 

お諮りいたします。 

協議第33号 各種事務事業（保健衛生関係事業）の取扱い（その

２）につきましては、原案に賛成の方々の挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

加古議長      ありがとうございます。 

挙手全員でございます。 

よって、協議33号 各種事務事業（保健衛生関係事業）の取扱

い（その２）につきましては、原案のとおり決定をさせていただき

ます。 

次に、協議第34号 各種事務事業（農林水産関係事業）の取扱

いについてのご協議を行います。 
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内容につきましては事務局から説明を申し上げます。 

小谷事務局長    それでは協議第34号につきましてご説明申し上げます。 

資料の11ページをお開きいただきたいと思います。 

協議第34号 各種事務事業（農林水産関係事業）の取扱いについ

ては、次のとおりとするといたしまして、１としまして、水田農業

構造改革対策（転作）については、合併時に三木市の制度に統一す

る。 

２として、土地改良事業受益者負担割合については、合併時に三

木市の制度に統一する。ただし、継続事業については現行のとおり

とする。 

３番、国営東播用水土地改良事業については、現行のとおりとす

る。ただし、転用決裁金は合併時に三木市の制度に統一する。 

４番、農業振興関係については、次のとおりとする。 

（１）土地改良事業補助については、合併時に三木市の制度に

統一する。 

（２）農業振興助成事業については、合併時に再編する。 

（３）集落営農推進事業については、合併時に三木市の制度に

統一する。 

（４）農業制度資金については、合併時に三木市の制度に統一

する。 

（５）農業イベントについては、合併時に三木市の制度に統一

する。 

５として、山田錦の館については、現行のとおりとする。 

６番、農業集落排水事業については、次のとおりとする。 

（１）分担金については、合併時に三木市の制度に統一する。 

（２）使用料については、合併時に三木市の制度に統一する。 

（３）吉川町の水洗便所等改造資金融資あっせん制度について

は、平成18年度から廃止する。ただし、平成17年度末までの吉川

町の融資あっせん制度利用者に対する利子補給は、返済終了まで継
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続するとするものでございます。 

12ページをお開きいただきたいと思います。 

12ページ、１番目の水田農業構造改革対策（転作）につきまして

は、この農地、需給動向に対応した売れる米づくりと新たな作物づ

くりを推進しておるところでございますが、三木市と吉川町には作

付面積転作率に若干の相違がございますが、当分の間は現行の率を

配慮した割当て措置を講じていこうとするものでございます。 

また、制度の推進については、合併時に三木市の制度に統一し、

推進しようとするものでございます。 

13ページでございますけども、２番目の土地改良事業受益者負担

割合につきましては、両市町の事業採択のメニューによって受益者

負担割合が若干膨らむ場合もございます。 

継続事業につきましては、現行の受益者負担割合で地元との合意

によって事業の推進がされておりますので、現行の負担割合にて事

業完了まで行うこととなります。 

今後におきましては、合併後新規で採択された事業については、

現三木市の制度に沿って事業推進を図ろうとするものでございます。 

次14ページ、15ページをお開きいただきたいと思います。 

３番の国営東播用水土地改良事業についてでございますけども、

（１）の負担金において相違はありませんが、一括払いの場合の軽

減措置が吉川町にございます。東播用水関係市町は事業償還金を各

受益者より集めまして償還事務が行われております。一括払いにつ

いては市町で一時預かりをし、各年度の償還金利子払い時に該当分

を一時預かり基金より返済金として取り崩し、年度ごとの負担金支

払いがなされておるものでございます。 

この一括払いで償還利息分を軽減した場合に、預かり基金でも利

息が近年の低金利によりまして低額となり、予定されている事業償

還金の支払いに支障を来すことが予想されるために、一括払いの場

合の軽減措置は合併時に廃止しようとするものでございます。 
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次に（２）の資格喪失に伴う実費負担金いわゆる転用決裁金につ

きましては、国営東播用水土地改良事業の受益地であった農地が都

合により他農地の区に転用された場合、負担すべきであった負担金

について、決裁金として転用時に徴収するものでございますが、三

木市では公共事業に協力される転用の場合につきましては、一般転

用より低額の転用決裁金となってございます。 

吉川町では全額免除となっております。 

この吉川町の全額免除では、転用決裁金を全額吉川町が支払うこ

ととなりまして、国営東播用水土地改良事業の町の負担がふえるこ

ととなりまして、三木市での軽減対応が妥当との判断によりまして、

合併時には三木市の制度に統一しようとするものでございます。 

次16ページ、17ページをお開きいただきたいと思います。 

４番のその１、土地改良事業補助金につきましては、市町の独自

の補助事業でございます。事業種目、補助金、補助内容の細目につ

いて違いがございます。三木市の方が事業種目も多く、補助の内容

が充実をいたしております。 

今後において、合併後、現三木市の制度に沿って吉川町区域につ

いてもより充実した事業の推進を図ろうとするものでございます。 

次に18ページ、19ページをお開きいただきたいと思います。 

（２）の農業振興助成事業についてでございますが、それぞれ現

在の農業の現状にあわせた振興政策を掲げております。三木市では

大規模な農地集積、集落営農への取り組みの支援、吉川町では畜産

農家のふん尿処理の支援や土づくり事業の推進が主なものでござい

ます。 

合併時には新三木市として両市町の農業振興のあり方について検

討し、補助金要綱等を見直し、新しい制度に再編しようとするもの

でございます。 

次20ページをお開きいただきたいと思います。 

（３）集落営農推進事業についてでございますが、補助金の交付
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額、補助対象限度額が異なっております。集落営農は三木市の方が

吉川町に比較して進んでおりまして、補助においても、より集落営

農の規模が大きくなることによりまして補助効果があるように設定

してございます。 

近年、吉川町内におきましても集落営農への機運も高まっており

まして、合併時には三木市の制度に統一し、事業の推進を図ろうと

するものでございます。 

次の21ページでございますけども、（４）の農業制度資金につい

てでございます。 

吉川町におきましては、兵庫県豊かな村づくり資金への利子補給

がされております。三木市におきましては、同じく兵庫県豊かな村

づくり資金への利子補給以外に集落営農や災害に対する上乗せ利子

補給を行っております。 

合併後、吉川町区域につきましても、現三木市の制度に沿って事

業推進を図ろうとするものでございます。 

次の22ページ、23ページをお開きいただきたいと思います。 

農業イベントについてでございますけども、三木市の農業祭、吉

川町の山田錦まつりを三木市全体のイベントと位置づけをしまして、

継続して開催しようとするものでございます。 

次の、ぶどう品評会につきましては、現在は両市町でそれぞれ開

催されておりますが、同じ内容となっているため、三木市の品評会

に統合して開催しようとするものでございます。 

次の兵庫県・三木花器品評会につきましては、兵庫県全域を対象

に開催されておりまして、よって、新市におきましても現行のとお

り開催しようとするものでございます。 

次24ページでございます。 

５番の山田錦の館についてでございますけれども、平成16年春に

オープンをいたしまして、吉川町の地域特産品の展示即売所として

の好評を博してございます。新三木市の特産、山田錦の情報発信基
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地として、今後も現行のとおり運営することといたしておりまして、

運営につきましては株式会社吉川まちづくり公社に委託をいたしま

して、会社へ出資も行っておることから、吉川町の出資金は合併時

に新市に引き継ぐものとするものでございます。 

次25ページでございます。 

６番目の農業集落排水事業についてでございますけども、三木市

では３カ所、吉川町も３カ所の区域で実施をされております。処理

区域、計画面積等は記載のとおりでございます。 

次の26、27ページをお開きいただきたいと思います。 

農業集落排水事業におきましては、分担金、使用料、融資あっせ

ん制度に違いがございます。農業集落排水事業につきましては、三

木市、吉川町ともに事業が完了いたしておりまして、新規の事業展

開はないとされております。 

そこで、（１）の分担金についての払い込みは完了しているため、

今後の新規加入者につきましては、三木市の制度に統一しようとす

るものでございます。 

使用料につきましては若干の違いがございますが、将来の事業運

営に配慮いたしまして、三木市に統一しようとするものでございま

す。 

次の28ページをお開きいただきたいと思います。 

（３）の水洗便所等改造資金融資あっせん制度につきましては、

吉川町では下水道事業の推進のために制度を設置いたしまして、全

町の現状の水洗化に努めておられまして、一応の成果を見ておられ

ます。 

また、この対象者につきましては、事業供用開始３年以内に接続

することとなっており、その年限も迎えることとなっておるために、

融資あっせん制度につきましては、平成18年度から廃止すること

といたしまして、利子補給については関係利用者の返済終了まで継

続して吉川町の制度を適用しようとするものでございます。 
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29ページから32ページにつきましては、関係法令並びに先進地事

例を掲載いたしております。 

以上で第34号の内容につきまして説明を終わらせていただきます。 

加古議長      第34号の説明が終わったわけでございます。ご質問なり、また

ご意見等ございましたら、ご発言をお願いいたします。 

西本委員      三木の西本です。 

水田農業構造改善対策についてお願いしたいと思います。 

16年度から米づくり政策というような方向が変わってきており

ますが、転作等に対する基本的な考え方は以前と変わっていないと

解釈するものでございますが、三木市、吉川町との調整の具体的内

容につきましてお尋ねしたいんですが、当分の間、現行のとおりと

するということは、三木市、吉川町それぞれ、転作率22.3％、吉

川町16.2％という率が出されております。 

この当分の間というのは、いわゆる米づくり政策の16年から18

年、３年間というニュアンスがございますけれども、その意味もこ

こで出された当分の間という意味でしょうか、お尋ねいたします。 

加古議長      ご返事お願いします。 

加藤        三木市の農業振興課の加藤です。 

今お尋ねのございました当分の間ということでございますけど

も、今ご指摘のあったとおり一応目標としておりますのは平成18

年度ということでございまして、最終的に平成22年度には地元さ

んの方へすべてお任せをするということでございますけども、今の

ところ平成18年度までということでございますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

加古議長      ほかにございませんか。 

どうぞ。 

西田委員      青山の西田でございます。 

私自身、農業政策というのは余りわからないんですけども、今

隣の西本委員が聞いた当分の間は現行どおりとするというようなと
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ころとか、三木市へ統合するとか、いろいろものものによって判断

基準を何をもって統合するとか、当分の間同じ現行のままでいくと

いうことは、行政としての統一か、個人的な負担がふえるとかふえ

ないとかというようなことを配慮しての三木市への統一をするとか、

当分の間現行どおりとか、その付近の考え方をちょっと聞きたい。 

もう一つ山田錦の館の管理なんですが、これは山田錦の米のＰ

Ｒでどれぐらいの効果を持ってやっているんかな。吉川町として、

文化として、こういう館を継続して残していくのか。これならば維

持管理費というのは、かなりな費用が負担されて、将来にもいくん

じゃないかなというように思うわけですが、町の職員さんが２名と

いうようなことがあるんですが、将来的には今はやりの人材派遣と

かバイトとか、そういうような運営を考えていったらどうかなとい

う付近の、私なりの個人的な考え方も入れて今ご質問しましたけれ

ども、お答えいただければありがたいと。 

加古議長      説明願います。 

澤田幹事長     それでは西田委員さんの質問にお答えをさせていただきます。 

この調整内容の中で三木市へ統一するとか、また、当分の間そ

れを継続するというふうな表現がございます。それについて基準が

あるのかなと、こういうことでございます。 

基準といいましても、きちっとした形で明文化した基準を持っ

ているわけではございません。しかし、幹事会におきまして１件１

件これを協議しておりまして、その基準となるのは、やはりその制

度の必要性、また、その内容が合理的なものであるのかどうか。サ

ービス水準として過大な内容もありますし、多少の場合もあるとい

うことがございますので、妥当な数字になっておるかというような

ことも論議をしながら決めておるということでございますので、で

きるだけ合理的に、また内容の目的に合った事業に統一するという

ことでございます。 

今説明いたしました農業関係につきましては、全体的にそれほ
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ど差がないわけですね、吉川町も三木市も。ですから、それがいっ

ぱいですることによって、大きく不利益になるということもござい

ませんので、制度としては三木市に統一をさせていただくというよ

うな決定をいたしておる、提案をしておるということでございます

ので、よろしくお願いします。 

加古議長      今幹事長から説明があったんですが、今のとおりですが、もう

一つ、いわば米の問題につきましては、当分の間と言っております

が、これは市や町が勝手に決めたりなんかできるものでなくして、

県知事が割当てして指示してくるわけですから、県知事の指示に従

って、そういう措置をとらせていただくと。 

だから、今進んでおるものがあわせて変化したら、その変化し

たことによって変化が起きてくると、こういうことでもございます。 

また、イベント関係やとか、いろんなことになりますと、本当

に行政が全面補助したり、サポートしとる関係のもの、主催者は別

に研究会なり組合なりでいろんなものがございますので、それらの

サポートのぐあいによってどうするかということも、行政が直接決

めるんじゃなくして、そういう団体みずからが考えられ、実行され

ることによって、その構造が変わってくると。こういうことですの

で、それにこたえるべく行政も進めていくと、こういうことになっ

ておりますので、そこらあたりの基準は、ニュアンスも異なってく

ると、こう思っておりますので、ご理解いただいたらと存じます。 

澤田幹事長     山田錦は吉川の助役さんから。 

香下副幹事長    それでは山田錦の館の件につきまして答弁をさせていただきま

す。 

この施設は平成14年、15年の２カ年にわたって国の補助をもら

って建設をしたものでありまして、ちょうどこの４月から完成をし

てオープンをいたしております。これは特に農業振興、そして山田

錦の振興、あわせて地域の活性化を図るという目的で建設したもの

であります。 
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運営管理につきましては株式会社吉川まちづくり公社へ委託を

して、今現在それの運営をいたしております。それで何しろスター

トしたばかりでありまして、施設の中を見ましても、農産物の直売

所、レストラン、また加工品の販売等々、収益の上がる部分とミュ

ージアムいわゆる山田錦の博物館的な部分ですね。それから今研修

室等々、約面積にして３分の１はあるかと思うんですが、収益が見

込めない部分というのがございまして、やはりこの収益の見込めな

い部分への、そこの運営管理につきまして、やはり町から、行政の

方から支援をするということで、年間2,000万の予算で助成をいた

しております。 

ただ、職員の２名の派遣につきましては、先ほども申しました

ようにスタートしたところでありまして、公社自体が十分な経験を

持って運営というのは、なかなかスタートから大変でありますので、

今２名の職員を派遣いたしておりますが、これを恒久的にやってい

くのかということではありませんでして、この運営が軌道に乗って

くれば、できるだけ公社でやると。この派遣の人数もゼロにするの

か、１名にするのかということは、これは時期を見て、そういうふ

うな対応を図っていくという、そのような考えでおります。 

以上でございます。 

加古議長      ほかにございませんか。 

どうぞ。 

西山委員      吉川の西山です。 

18ページの農業振興助成事業について、その件に関しまして、

これは意見としてお願いをしておきたいと、かように思います。 

調整案に記載内容は、合併時に両市町の補助金等を見直す。新

しい制度について再編するとございます。合併後の話になってくる

んですが、特にこの地力増進事業でございます。吉川町の、あるい

は三木市の山田錦は名実どおり品質あるいは量において日本一を誇

っておる、本当に数少ない特産物でございまして、これの品質低下
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が今非常に問題となっておりまして、長年、補助整備後、土を入れ

かえた後、有機物の投入量が少ないために品質が落ちているといっ

たことも言われております。 

それと資産農家の家畜のふん清掃での散布という事業を補助事

業として町が取り組んでまいりました。これは両者相まって、お互

いに投資農家とか畜産農家とか、共生できるような制度として私た

ちは息づいているものと、そのように今も感謝をいたしている次第

でございます。 

まず、この制度に関しまして、多少中身にはいろいろと異論が

出てくるであろうかと思いますが、ぜひともこの事業をしていただ

いて、これからも吉川町としての山田錦に貢献して、我々がいきた

い。勝手なお願いするわけなんですが、ぜひとも新しい制度として

再編する場合は、この事業に関して数々のご配慮をお願いしたい。

この場をおかりしまして、お願いしておくものでございます。どう

ぞよろしくお願いします。 

澤田幹事長     要望ということでございますが、この制度について幹事会で協

議をいたしましたときに、吉川町の制度が非常にユニークであると。

特に西山委員さんがおっしゃいましたように、こういう地力増進の

ための事業、これの支援ということ、これは必要ではないかという

ことで、この具体的な内容につきましても、それを含めた制度の見

直しをすべきではないかということでございますので、今のご意見

については今後の対応について十分対応していけるものと考えてお

りますので、幹事会の審議の内容について述べさせていただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

加古議長      ほかにございませんか。 

ないようでございましたら、採決をさせていただきたいと存じ

ます。 

それではお諮りいたします。 

協議第34号 各種事務事業（農林水産関係事業）の取扱いについ
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て、原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

加古議長      ありがとうございました。 

全員挙手でございますので、協議第34号 各種事務事業（農林

水産関係事業）の取扱いにつきましては、原案のとおり決定いたし

ます。ありがとうございました。 

次に協議第35号 各種事務事業（水道事業）の取扱いについて

協議をお願いいたします。 

内容についてご説明申し上げます。 

小谷事務局長    それでは、協議第35号につきましてご説明をさせていただきま

す。 

資料の33ページをお開きいただきたいと思います。 

各種事務事業（水道事業）の取扱いについてでございますけども、

次のとおりとするといたしまして、１として水道料金については合

併時に三木市の制度に統一する。 

２として、水道給水分担金については、合併時に三木市の制度に

統一する。 

３番目の水道工事負担金については、合併時に三木市の制度に統

一するというものでございます。 

次の34ページをお開きいただきたいと思います。 

１の水道料金につきましては、基本料金、使用料金に差がござい

ますが、合併時に三木市の制度に統一するために、吉川町で積み立

てておられる基金10億円を充当し、三木市に統一いたしましても、

三木市に影響のないようにしようとする内容でございます。 

次の35ページでございます。 

２の水道給水分担金についてでございますが、両市町において相

違がございます。三木市はメーター口径に対する応分の負担であり

まして、吉川町の方は契約申し込み水量に対する応分の負担となっ

ております。 
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これを合併時には三木市の制度に統一することとし、新規の給水

希望をする申請者から負担を求めようとするものでございます。 

次の36ページをお開きいただきたいと思います。 

３番の水道工事負担金についてでございますが、これら両市町に

おいて相違がございます。工事の施工や事務費の割合のほか、市街

化区域等での工事負担金にも違いがございますが、それらの合併時

に三木市の制度に統一しようとするものでございます。 

37ページから40ページまでは、それぞれ関係資料をつけさせて

いただいております。 

以上で35号の説明を終わらせていただきます。 

加古議長      35号の説明が終わったわけでございます。ご質問並びにご意見

等ございましたら、ご発言をお願いいたします。 

どうぞ。 

西本委員      まず水道料金についてお尋ねしたいと思いますが、三木市と吉

川町のいわゆる現況が示されております。 

そこでお尋ねしたいわけですが、まず三木市の１家庭の２カ月

の平均及び吉川町の平均は幾らなのか。格差ということが出ており

ますが、格差があるならば幾ら格差があるか。その格差が出てきた

要因といいますか、そういったものは何なのかということを、まず

お尋ねしたいと思います。 

森本        水道部総務課の森本でございます。 

まず37ページに金額の表を載せていると思います。全国で１家

庭、夫婦、子供２人の家庭では、１カ月当たり24立方程度。３人

は１件当たりの使用料がちょっと減っていますので、23.何立方と

聞いております。ということで、この表から見ますと、使用料50

立方の料金が大体平均の家庭に当たるだろうと思います。 

というようなことで、三木市が平均の家庭では大体5,670、消費

税込みでございます。吉川町が9,660ということで、これは２カ月

料金でございますけども、２カ月の料金で3,990円程度の差がある



－19－ 

ということでございます。 

それと格差でございますけども、格差というのは全体の格差で

ございますか。 

西本委員      料金がそれぞれ今示されておりますが、それのいわゆる水道利

用が、それぞれ原水が違うでしょう。 

森本        要因でございますか。 

西本委員      はい、そうです。 

森本        要因につきましては、なぜ吉川町の方が高くなっているかとい

うことは、大きな要因につきましては、県から水を購入して給水し

ているということで、県水100％でございます。三木の場合は約で

ございますけれども、県水が３割、そして地下水が７割ということ

でございます。一部は農業用水ございますけども、１％程度になる

と思いますので、約で言えば地下水が７割、県水３割ということで

ございまして、その辺のことを大きな要因で格差ということでござ

います。 

それと水道利用につきましては、そういう水源の状態によりま

して、全国でも一番高いところと一番安いところ、大体10倍と10

分の１程度の差がございます。兵庫県下でいいますと、赤穂市が

一番安いということでございます。 

以上でございます。 

西本委員      もう一点関連して。 

次に10億円の資源基金で対応して、三木市側には余り市民に迷

惑かけないぐらいで使用するんだと、こういうことなんですが、そ

のようなことで、今後の合併以後、ずっと水道は生活用水いわゆる

母でございますから、その辺のところについての見通しなんかはど

うなのか。いわゆる水道量の使用頻度が、いわゆる三木市では一般

的に以前の比較といいますか、見ておりますと、いつを基準にした

かわかりませんけれども、使用量が減ってきておると。 

そのようなことを踏まえて、いろいろ維持管理とか、いろんな
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面については依然として変わっておらないというようなことをして、

そういう水道の経費についての今後のあり方についてとの関連につ

いてお尋ねしたいと思います。 

澤田幹事長     それでは基本的なご質問でございますので、私の方からお答え

したいと思います。 

10億円基金を充てて、それの料金の格差というようなことも含

めて対応していくという説明をいたしました。今も担当課長の方

から説明いたしましたように、現実にその料金の格差というもの

がございます。 

したがいまして、その格差をその10億円で埋めること、また水

道の施設の構造物といいますか、そういうものにつきましても改

良の必要もございます。そういうことで、10億円を埋めることに

よって、その全体５年以内ぐらいに合理化も図っていくと、もち

ろん人件費の抑制も考えているという形の中で標準化をしていく。

中長期計画を充実いたしまして、その中で三木市の水道企業会計

の健全化を図っていくという考えで、こういう提案をさせていた

だいている。 

もし、この10億円充てられないということになりましたら、ど

うしてもそれを充てる原資がなくなりますので、これはやむを得

ない。現在の料金格差のまま当分の間いかざるを得ないというこ

とでございます。 

したがいまして、合併をした段階で、できれば水道料金につい

ては標準化をして、統一をさせていただいていきたいと、こうい

う思いでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

以上です。 

加古議長      どうぞ。 

宮脇委員      三木の宮脇でございます。 

前回の協議会のときに提案事項でありましたけれども、西田委

員の方から質問が飛んでおりまして、そのときに市長の方より約
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１億円の赤字が出ているというような格好で値上げの話があるや

に西田さん言われたんですかな。そのときに１億円の赤字返済を

したいというようなご回答があったように聞いたわけでございま

す。 

きょうの神戸新聞にも、その10億円云々とか、いろいろ特別委

員会と幹事会とでやられたことが記載されておりました。大変こ

の問題、前回から出ておりますように難しい問題になってきてい

るなということをちょっと思ったわけでございます。実はこれ８

月30日、３日ほど前の神戸新聞に、これ読まれたと思うんですけ

れども、三木市の会社役員の男35歳の方から水道料金を分担しろ

と。ちょっと読み上げてみますと、三木市が財政改善計画とかで

水道代を値上げするんです。水道は余り使われなくなったからと

説明していますが、利用収入は減るから市民で分担しましょうで

は納得できません。だって、いっぱい遊んでいる職員がいますよ。

まず職員節減など企業努力してから市民に負担をお願いするのが

筋でしょうに。こうなったら水道も民間委託した方がいいんじゃ

ないですかというのが載っておりました。ちょっと切り抜いてき

たんです。 

私は水道課でどのような仕事をされているのか、内容を知りま

せんし、何人おられるかもわかりません。三木市におきましても

教育委員会の方で学校給食を民間委託して経費節減を図っていく

というようなこともやられておりましたので、それらをちょっと

関係しまして、これ投書じゃない、電話でありますけれども、職

員がごろごろしているというような一般市民からの、三木市の35

歳の男性が言われておりますが、これを機に水道課の方来られて

ましたら、反発も込めて、私も内容がわかりません、仕事内容と

か、そういうのはわかりませんので、ちょっとお聞かせいただき

たいと思います。 

澤田幹事長     担当から。私が答えてもいいですか。 
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宮脇委員      どちらでも結構でございます。 

いっぱい遊んでいる職員がいますよというようことを書かれた

ら、実態を言われているのか、これ知りませんのですけれども、た

だ、今も言いましたように給食の問題、民間委託するというような

ことも三木市はとっておられますので、それらを含めまして説明し

ていただきたい。 

澤田幹事長     それでは非常に厳しい行政に対するご意見でございますので、

まず私の方からお答えをいたしたいと思います。 

前回の質問に関連をされて、前に１億円の赤字が出ているとい

うこと、私答弁させていただきました。これも事実でございまし

て、三木市の企業経営、特に水道事業でございますが、今まで大

変努力をしてきて、県下でも一番健全な経営をしてきておるとい

うことは、これ胸張って言えると思います。ということは、借金

はしておりません。 

まだ一部開発基金という形で、大きな災害が起こったときに対

応できるだけの基金は確かに保有をさせていただいております。 

しかしながら、最近の水需要が非常に少なくなってきた。これ

は全体的に環境面から見て悪いことではないんですけれども、し

かし、経営からすれば非常に厳しい状況を余儀なくされておりま

す。それを大体平均化いたしますと、年間１億円近い赤字になる

という状況でございます。 

したがいまして、そのままいくということになりましたら、今

後赤字がふえてくると。損失が累積をしてくるということがござ

いますので、これを合併しようと、しようまいと、やはりこれの

解決をしていこうとすれば、その料金改正はお願いをしなければ

ならないと。しかし、これも議会にも十分説明をさせていただい

て、その結果でございますので、まだ確定ということではござい

ません。 

それと新聞の投書、市民の側から見られたら、そういう見方も
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あるかと思いますけれども、何といいましても、企業会計、ここ

では独立採算でございます。三木市の水道事業には一般会計、税

金は一銭も毎年入れておりません。全く企業会計独自でやってお

ります。しかし、市民の方から見られたら、もっと人を減らして

いいんではないか。場合によっては委託をしてもいいんではない

かという意見もあろうかと思います。そういうことは十分認識を

いたしておりまして、できるところには委託を進めていくという

ことで、今は部分的でありますけれども、いるような形で委託を

進めております。 

したがいまして、今後最大の課題は、さらに厳しい合理化を図

って、人員の削減も図りながら、できるだけ市民の料金に及ばな

いように、それを最小限に抑えられるように今後とも努力をして

いきたいということでございますので、委員にはご理解をいただ

きたいということでお答えさせていただきます。 

宮脇委員      私は理解しているんですけれども、今から８カ所にわたりまし

て住民説明会を開きますときに、こういう電話をかけられた方が三

木市におられるということは、やはりそれなりの声もあるんかなと

いうことをちょっと感じましたので、私は十分そういう点は理解を

しておるつもりでございますけれども、そういうことを答弁してい

ただきたいなと、こういうように思っております。 

澤田幹事長     ありがとうございました。十分に認識したいと思います。 

加古議長      どうぞ。 

西山委員      吉川町の西山です。 

水道料金の調整内容が具体的に上がってまいりまして、住民の

代表といたしましては大変実は喜んでおります。合併の大きな一

つの目安、この水道料金が三木市とかなり差があるということは、

以前から住民にはわかってまいっておりまして、その調整にかな

り幹事会等ではご苦労さんだと。まず私はこれに我々三木市の皆

様方のご配慮に感謝をしたいと、このように思っております。 
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ひょっとすると、段階的に水道料金に調整が出てくるんじゃな

いかといった、いろんな不安もございましたが、公共料金を市内

で統一すると、そういった企業的な考え方を幹事会で再確認をさ

れたと、我々はそのように思っておりますし、これが現実となっ

ていた今、本当に心から感謝をするわけでございます。 

しかし、きのうの新聞記事、神戸新聞なんですが、吉川町でも

合併協議会が開かれておりまして、その中で一部の意見というこ

となんですが、10億円の基金を水道料金の調整することは理解が

できないという意見が出ました。確かにそういった考え方もある

かもしれませんが、今現在、吉川町も毎年7,000万円ぐらいの基金

からの取り崩しをもって、実は水道料金の調整が出ておりまして、

毎年です。ですから、これを仮に10年続けますと、これは枯渇す

るというのが目に見えておりまして、今現に、もう既に料金調整、

基金が使われております。この現実はここには出ておりませんの

で、三木市の皆さん方はどうお考えかなということも非常に気に

なるところでございます。 

この基金の使い道は、いろいろ条例では定めもあろうかと思い

ますが、具体的なそういった使い方をされているのも事実でござ

います。そうしながら、予算上は水道料金を今まで何とか不満の

声が上がるたびに抑えてきたという事実もございます。 

今言われていましたように、すべてが県水でございますので、

三木さんの金と違いまして、簡単には料金が下げられないという

事実もございます。それも含めまして、これから我々も地域の今

言いました説明会に出席するわけなんですが、ぜひとも委員の皆

様方にもこの辺の理解をお願いしたいなと思います。 

我々も、きょうも恐らく努力して、これだけの料金に抑えてき

たというのは、基金はもう既に使いながらここまできていると。

そういった事実もございますので、本当に三木市は今までの水道

料金に対するご理解をひとつよろしくお願いしたい。 
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特に幹事会ではいろんな議論の中でこれが出てきたということ

に関しまして、住民代表といたしまして私は感謝をしたいと意見

を述べさせてもらいます。 

加古議長      ほかにご発言ございませんか。 

和泉委員      県水を買うておられるなら高いで済むことですね。地下水は安

い。 

加古議長      安いと言いません。これは昔からつくっているから、たまたま

機械がようなって、安くついているということです。 

和泉委員      そうなりますと、今水の使用量が減ってきたということですけ

ど、外食産業がふえたということも原因かもわかりませんし、今飲

み水を、何かこのごろ買うた飲み水ですね。この買うた水でないと

飲めないという、そういう水ですか、水道は。飲めるような水を提

供するわけにいかんのでしょうか。それをちょっとお尋ねしたいと

思います。 

森本        三木の水は蛇口をひねっていただいて、コップで飲んでいただ

ければ結構と思います。これについては国の基準に基づきまして、

現在水道法で50項目の水質検査がございまして、それらの検査、

その他もろもろの検査も行いまして、飲み水に適用するということ

で給水しております。ということで、蛇口をひねっていただければ、

そのまま飲める。 

ただし、特に問題になっているのは貯水槽、タンクにためて、

そこから給水しているようなところについては、必ず点検はしてい

ただくというような格好にしないと、中にゴキブリがおったりとか、

ねずみが死んどったりとかいうようなものがございますので、特に

法律が厳しくなりまして、その辺の点検をするというようなことも

言われています。 

ということで、要らんこと言いましたけれども、水は蛇口ひね

っていただければ飲めますので、ペットボトル買わんでもという

ことでございます。 
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大前委員      吉川町の大前です。 

先ほど私ども西山委員さんからお話があったことで、本当に感

謝申し上げたいと思います。 

ただ、前回もお話をさせていただいたと思うんですが、この三

木市が水道料金を値上げされるということで、いつからとかいう

のが具体的にあるんでしょうか。決定的であれば、お教えいただ

きたい。というのは、この差額がもう少し縮まる。そうすると、

もう一つは、合併前に値上げされると、私たちの、規模的には少

し、規模的な負担ですかなという思いがいたします。 

以上です。 

加古議長      三木市の値上げにつきましては、まだ議会に提案も、説明もい

たしておりませんので、いつの時期になるかわかりません。しかし

ながら、赤字であるという事実は説明させていただいております。

これも非公式な説明ですので、今から十分議会でご審議をいただく

と、こういう形になりますので、ご理解をいただきたいと存じます。 

また、三木市の水道事業は今地下水が主体でございますので、

非常においしい水で喜んでいただいておると、これが現実です。 

しかし、高層住宅の上にタンクのある、これが掃除ができなか

ったときに、あの問題がある可能性があるということ。それと、

やっぱり水道は各家庭に配るときに、地下水そのまま配れません。

やっぱりカルキを、所定の塩素を入れなかったら、厚生労働省の

許可が出らんという、これは水道のことですので、これにはお茶

が入っても塩素が入っておりませんので、そういうことで幾らか

差がある、こういうことでございますので、ご理解を願います。 

ほかにございませんか。 

この水道料金の改正につきましては、今も提案させていただい

ておりますように吉川町から10億円、水資源の調整のために積み

立てておられたお金を持ってきていただくと。これが条件になっ

ておりますので、積み立てておられる、この10億円は最低持って
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きていただかなければ、そういうことでございますので、そうし

てはっきりとお願いを申し上げます。 

また、今いろいろと出ておりますように、宮脇委員さんからも

お話ございましたが、新聞に載っておった。三木市がことしの決

算、去年もおととしも現実は皆赤字なんですが、その決算で、こ

としが8,100万円の決算を、赤字決算を議会に提案説明させていた

だく予定にいたしております。あさっての議会で提案させてもら

いますが、8,100万円と言うたら、やっぱり職員ざっと10人分の、

これ多いと言われている30人のうち10人減らしたら、これどない

なんのやということですので、なかなかそうはまいりませんので、

このあたりは十分とご理解もいただきながら、参考までにお聞き

しておいていただきたい。 

それとご承知のとおり、現職公務員を首切るわけにまいりませ

ん。暫時削減をしていくことには努力をし、また、最低の人員で

もってやっていきたい。 

また、水道事業も委託も可能ですし、民間企業、電力やらガス

と同じように民間の参入も可能でございます。しかし、なかなか

そうできる、口で言うようなわけにはまいりませんので、それは

それなりのご理解はいただきながら進めていかざるを得ないと、

こう思っております。 

そこで、15年度の決算の赤字を8,100万円と見ましたときに、三

木市の水道が年間900万トンちょっと出しておりますので、それか

ら言えば、丸々それを見ましても、10円ちょっとはなかったら、

いかんの違うかなと。それ以上に必要やと思いますが、そのぐら

いはうわさというか、こういう機会ときにはいろいろと言うてお

りますので、決まった紙に書いておりませんから、まだいろいろ

と変化はあると思いますが、そんな形になっております。 

ところが、その10円ということでも、吉川町の水は配られてい

るのは、ざっと120万トン程度、私とこが900何ぼですので、私と
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こが10円ちょっと、吉川町どこも皆10円上がれば、そしたら、こ

の90円、88円の赤字、ここに出ているこれで見たら、もうペイで

きると、こういうことに逆に言うとなるわけです、全体的に考え

たらね。それは各家庭の20トンの水、25トンの水を比較して、そ

こだけ言うておれば、それは900円あるわなんやというようなこと

はありますが、全体的に言うて、そんだけの9,000万、１億円の金

の中から言うたら、もう本当に三木市の10円と吉川町の100円とは

言わんけど、ちょっとぐっと下がってしまうという、これはスケ

ールメリットというんですか、これはあるわけですので、小さな

企業をやれば、小さな企業だけに、経費は同じようにかかって負

担が多くなると。 

これが現実ですので、こういうことから言えば、大きいことが

いいことだということも一面あるということだけはご理解をいた

だきながら、今後議会で十分と説明をさせていただき、またご審

議をわずらわすことになろうと思っておりますので、その点あし

からずご理解もいただき、またご指導賜ればありがたいと、この

ように思います。 

それではご意見も出たかと思うんですが、ほかにございません

か。 

ないようでございましたら、この協議第35号の各種事務事業

（水道事業）の取扱いについて、採決をいたします。 

お諮りいたします。 

協議第35号 各種事務事業（水道事業）の取扱いについて、原

案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

加古議長      ありがとうございました。 

全員賛成でございます。よろしくお願いいたしまして、原案の

とおり決定をさせていただきます。 

次に、協議第36号 各種事務事業（下水道事業）の取扱いにつ
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いてのご協議をお願いいたします。 

協議第36号の説明をお願いいたします。 

小谷事務局長    それでは、協議第36号についてご説明を申し上げます。 

資料の41ページをお開きいただきたいと思います。 

協議第36号 各種事務事業（下水道事業）の取扱いについては、

次のとおりとするといたしまして、その１で下水道事業については、

現認可期間にある平成18年度までは現行のとおりとする。平成19

年度以降の計画については合併後に策定する。 

２として、受益者負担金については、合併後５年をめどに三木

市の制度に統一をする。 

３として、使用料については、合併時に三木市の制度に統一を

する。 

４として、水洗便所等改造資金融資あっせん制度については、

平成18年度から三木市の制度に統一をする。 

ただし、平成17年度末までの吉川町の融資あっせん制度利用者

に対する利子補給は、返済終了まで継続するというようなものでご

ざいます。 

次に42ページ、43ページをお開きいただきたいと思います。 

42ページ、１番の下水道事業につきましては、三木市では加古

川流域下水道事業といたしまして広域で取り組んでおりますが、吉

川町では吉川のみを区域とした公共下水道事業となってございます。 

したがいまして、下水道事業計画につきましては、現認可期間

となっております18年度まで現行のとおりとするといたしまして、

平成19年度以降の事業計画については合併後も策定することとい

たしております。 

次に２の受益者負担金でございますが、受益者負担金額、納付

方法、一括納付報奨金、猶予及び減免について、それぞれ相違がご

ざいます。 

負担金額におきましては、三木市は土地の広さに応じて負担を
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求めておりまして、吉川町の場合は農家住宅の多い関係から住宅を

１単位として固定の金額を設定しております。このように両市町の

取り扱いに相違があるため、合併後５年をめどに三木市の制度に統

一をしようとするものでございます。 

43ページには猶予及び免除の事項となっております。 

次45ページをお開きいただきたいと思います。 

３番の下水道事業の使用料についてでございます。基本使用料、

従量使用料について、それぞれ料金に差がございますが、余り大き

くないので、この際、合併時に三木市の制度に統一をし、事業の推

進を図ろうとするものでございます。 

次の46ページでございます。 

４番の水洗便所等改造資金融資あっせん制度につきましては、

貸付限度額や利子補給において相違がございますが、吉川町では当

初の推進目標もおおむね達成されましたので、平成18年度から三

木市の制度に統一しようとするものでございます。 

ただし、平成17年度末までの吉川町の融資あっせん制度利用者

に対する利子補給は、返済終了まで継続しようとするものでござい

ます。 

47ページから51ページにおきましては、それぞれ参考資料等を

掲載させていただいております。 

以上36号についてご説明を終わらせていただきます。 

加古議長      ただいま36号につきましての説明が終わりました。ご質問なり、

ご意見等お聞きいたしたいと存じますので、ご発言をお願いいたし

ます。 

大前委員      吉川町の大前です。 

ちょっとわかりませんのでお教えいただきたいんですが、42ペ

ージの真ん中よりちょっと下あたりの加古川上流浄化センター、吉

川町浄化センター、吉川町におきましては、この浄化センターで吉

川町独自が処理をしておるんですが、合併後、この浄化センターを
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外して、例えばこの処理区域の中に旧吉川町が三木市として管をつ

なぐとか、そういったことで処理されて、このセンターは不要にな

るんでしょうか。 

森本        三木市の下水道課長の森本でございます。 

現在、三木市の方につきましては５市２町に、県の予算にもあ

りまして、小野市黍田町の方に処理場を設けております。これにつ

きましては、５市２町の中で負担割合とか区域とかを決めてやって

おりまして、それから地元調整もございました中で進めておるわけ

でございまして、今度合併したからというて、このものにつきまし

ても統一ということはちょっと難しいと考えております。だから、

当然別々というような考え方で進んでいく予定でございます。 

小河委員      さっきの水道料金でも言えたんですが、今度の下水道費もちょ

っと三木市と吉川町の間の２カ月分の使用料金に差があるようなん

ですが、これもやっぱり今質問のありました排出先が、施設が違う

からということなんでしょうか。 

森本        そうです。下水道料金につきましては設備費がかかります。こ

れは地形とか、いろんなこと。それから、それにつきましての機械

を借りて、その分につきましては年次的に償還していく。それから

また処理場の管理費につきましても含めた中で、それで料金を算定

することになっておりまして、処理場の関係につきまして大きな処

理場でございますので、単価当たりどうしても安くなります。小さ

いものにつきましては、単価当たりは高くなりますので、１カ月当

たり大体700円近くの、平均な家庭ですけどね。違いが出てきてい

るところでございます。 

小河委員      そうしますと、先ほどの水道、それからこの下水も含めまして、

結局は吉川町と三木市の間、一戸当たりの料金にしてコストが違う

わけですね。そうすると、設備は同じものを要しながらずっと続け

ていくということは、吉川もそれだけコストの高いものをずっと利

用していかなきゃいけない。そういうことになると思うんですけど
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も、そういう考え方でいいわけですか。 

森本        コストがちょっと違いますので、その辺若干かける費用は少し

違ってきます。 

加古議長      今もお話ございましたように三木市は県にお願いして処理して

いただいております。今度も吉川の施設と一緒になりますと、これ

は三木市が管理してやらなきゃならないということで、単独の三木

市への処理場になると、こういうことですので、コストがどちらが

安くつくかどうかというのは、わかりかねますが、大きいだけスケ

ールメリットがあることは事実です。 

しかし、それをまた有効管理することに意義があると言わざる

を得ないのかなと、こんな気持ちも持っております。 

小河委員      長い目で見て、今のような設備をそのまま使ってもいいという、

そういうことですか。 

加古議長      使わざるを得ないです。もう一緒にするわけにはいきませんし、

いかに法が改正になりましても、吉川の処理場からここまで持って

くること自体、全部持ってくればいいんですが、なかなか今の時代

不可能やないかなと思います。将来はわかりません。 

宮脇委員      普及率は三木、吉川何％ぐらいなんですか。 

これ普及率を、効率を上げますと、必ず水使います。それで３

年以内にということになっていますけど、これ罰則規定は別にない

と思うんですけど、恐らくこれ、石野の方でも、あそこの家は水洗

せえへんの違うかというようなとこもありましてね。普及を図って

いきますと、非常に清潔でもありますし、水道を使います、水も使

いますし、いいと思うんですけど、そういうような呼びかけを水道

課はされているんですかね。 

森本        現在の三木市の方の普及率は66.8％、吉川町さんは45.4％でご

ざいます。これは15年度末の実績でございます。そのうち水洗化

を図られておりますのが、三木市の方が82.5％、吉川町86％でご

ざいます。 
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普及の関係につきましては、いろんな形の中で融資あっせん制

度とか設けまして、個々にとか、交付とか、そういうもので普及を、

ＰＲをしているところでございます。 

宮脇委員      ありがとうございました。 

加古議長      どうぞ。 

西山委員      アンケート結果が出ておりました。その中に三木市の市民の皆

さん方の一番大きな不安となるものは何ですかということは、やは

り公共料金が上がるんじゃないかというわけです。今出ております

ように水道料金、下水道料金含めて、かなり大きなご負担を三木市

の方はしなくてはいけないのではというような不安をお持ちだろう

と思います。 

これは、とにもかくにも我々、吉川町の住民としてはお願いす

るしかない。何とか理解をしていただいて、この合併をスムーズに

進めたいという思いで我々は、こうしてここに並んでいるわけでご

ざいます。ほかの人はその辺のご理解を吉川含めて新しい三木市の

誕生にご理解を得ないと、それしか私たちは申し上げることはござ

いません。 

吉川には三木市になるればいいこともたくさんあるかもしれま

せんし、これから同じ市になっていく中で、まちづくりには、市の

大きな建設には我々も微力ですが、これから一緒になってやりたい

と思っておりますので、その数字だけはき違えると、非常につらい

部分もございますが、旧美嚢郡の同じ家だったと、かつては一緒や

ったやないかと。そういった面もひとつ思いを残していただきたい

と思います。 

どちらか本家、どちらが分家とか、そんなことは申しませんの

で、一緒になってこれからやっていきたいので、何とか説明会の際

にはご理解いただけるように我々はお願いしておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

我が子をお願いだけについてはよろしくお願いします。 
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加古議長      ほかにございませんか。 

今も西山委員さんからお話がございましたが、前の35号では今

から正直三木市の水道料金の改定はお願いすると申し上げてきまし

たが、これはあくまでも現在の赤字をどうしても解消せざるを得な

い意味をもってお願いをしようということでございます。 

そういうふうなことから一本化しましたときに、それのために

一緒になったから値上げすると、こういうようなことはないわけで

ございますし、また、今ご審議いただいております下水道につきま

しても、この７月から三木市は下水道料金の値上げをさせていただ

いて、新しい料金でお願いをしているわけですので、それからまた

合併したから値上げすると、こういうことは申し上げておりません

ので、何とか議会で上げるについていろいろとご指摘もいただき、

おしかりも受けましたが、何とかそういう形で進めておりますので、

円滑に進めていきたい。 

水道事業、またガス事業についても、より一層市民の協力をい

ただきながらやっていきたい、こう思っておりますので、よろしく

ご理解のほどお願いを申し上げます。 

ご発言ございませんか。 

ないようでございましたら、協議第36号につきまして採決をさ

せていただきます。 

お諮りいたします。 

協議第36号 各種事務事業（下水道事業）の取扱いにつきまし

て、原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

加古議長      ありがとうございます。 

全員挙手でございます。よって、協議第36号 各種事務事業

（下水道事業）の取扱いについては、原案のとおり決定をさせてい

ただきます。ありがとうございました。 

37号の新市計画は前にも十分見ていただいておると思いますが、
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これはちょっと長くなりますので、10分ほど休憩させていただいて、

たばこ吸っていただいて、またいい頭でひとつご審議をいただくこ

とにさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

休憩 午後３時05分 

 

再開 午後３時17分 

 

加古議長      それでは会議を再開いたします。 

協議第37号 新市建設計画についてのご協議をお願いいたしま

す。 

協議第37号の説明を事務局からお願いいたします。 

小谷事務局長    それでは協議第37号の方に移らせていただきたいと思います。 

資料の52ページをお開きいただきたいと思います。 

協議第37号といたしまして、新市建設計画（新市まちづくり計

画）については、別添のとおりとするということでございまして、

前回の協議会に資料をお配りさせていただいておりまして、前回も

その概要につきましては説明をさせていただいたところでございま

すけども、本日協議をいただくに当たりまして、若干前回と重複す

るところがあろうかと思いますけれども、簡単に説明をさせていた

だき、ご協議を賜りたいと思っておりますので、よろしくお願い申

し上げます。 

まず、それでは新市建設計画素案というものを前回お渡しいた

しておりますけれども、その素案に沿った形で説明をさせていただ

きたいと思います。 

まず、この計画につきましては、大きく分けますと２つに分け

ることができるかと思います。 

１つ目は目次で見ていただきますと、第１章から第３章までで

ございますけれども、ここでは三木市と吉川町の現在の状況や合併
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に至る前提条件等を掲載させていただいておりますけども、その内

容につきましては前回の協議会でご説明をさせていただいたとおり

でございます。 

その２つ目といたしましては、第４章以降ということになりま

すけれども、三木市と吉川町が合併をいたしまして、新しいまちづ

くりを進めるための基本方針や施策について述べておりますが、そ

の概要につきましては、同じく前回ご説明申し上げたところでござ

いますけれども、これらのうち第４章における新市建設の基本方針

にかかるまちづくりの方針や、また第５章の新市の施策における主

な施策、事業の内容について、少し補足しながら説明申し上げたい

と思います。 

まず、いきなりでございますけども、25ページのところをお開

きいただきたいと思います。 

ここは第４章目に当たるところで、新市建設の基本方針という

ところをまとめたところでございますけども、10年後にだれもが

合併してよかったと実感できるまちづくりを目指して３つの目標を

掲げております。 

１つには定住魅力あふれる快適で安心の生活環境づくりという

ことで、総合的な子育て支援施策の強化とか、総合的な生きがい対

策の充実、また危機管理機能の強化などの公共性を支援しておりま

す。 

２つには、人・もの・情報が行き交う活力ある交流のまちづく

りということで、地域ブランドの維持強化、企業誘致の推進、また

体験型観光の充実などの方向性を示しております。 

３つ目には次世代に受け継がれる力強い行財政の基盤づくりと

いうことで、市民参加によるまちづくりの推進、また新しい時代に

対応した行政運営体制の確立、さらには市民ニーズに応じた行政サ

ービス拠点の整備などの方向性を示しているものでございます。 

次に第５章でございますけども、新市の施策のところで29ペー
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ジの方になるわけでございますけれども、ここでは第４章の基本方

針を受けまして、これらの目標実現化していくための施策について

述べているものでございます。 

特に新市の施策といたしましては、３つの柱を立てまして、事

業の具体の方向性をお示しいたしております。 

次の30ページにおきましては、最初の柱でございます（１）で

参画と共生のまちづくりといたしまして、コミュニティーづくりの

活性化や人権国際交流といった参画社会の構築に向けた取り組みを

説明し、主な事業といたしましては、市民活動拠点の整備、充実や

人権尊重のまちづくりや国際交流の推進といった事業を考えている

ものでございます。 

次の32ページ、33ページにおきましては、２つ目といたしまし

て、安全で快適なまちづくりといたしまして、公共交通の利便性や

ごみ問題の解決、さらには防犯防災対策や情報基盤整備などについ

ての方向性をお示しし、安全なまちづくりという点では総合防災拠

点としての消防庁舎の建設や防災無線の整備などが考えられるかと

思います。 

一方、快適なまちづくりという点では公共工事の整備は適正な

ごみ処理を実施できる処分場の整備などが主な事業になると考えて

おります。 

次の35ページから36ページにおきましては、３つ目の柱といた

しまして、生き生きと活力あるまちづくりを目指した取り組みを上

げております。 

特にこの項におきましては、三木市と吉川町の地域資源を活用

したまちづくりとして、三木における金物、吉川町における山田錦

などの活用振興とともに、新たな産業育成や誘致を推進しながら、

まちづくりを進めていくことといたしております。 

また、三木、吉川ではその他の観光資源も豊富なことから、既

設の施設の活用や観光農園などの推進にも取り組んでいこうといた
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しております。 

次の37、38ページにつきましては、４つ目の柱になりますけど

も、人と文化をはぐくむまちづくりといたしまして、教育、文化、

生きがいづくりを推進していこうとしておりまして、特に学校、家

庭、地域の一体となって教育環境を整えていくことや、学校教育の

充実など新市が取り組むべき教育行政について考えたところでござ

います。 

また、生涯学習社会の構築をしまして、だれもが生きがいを持

って生活できるような社会構築を推進していくとともに、学習やス

ポーツ拠点の整備も重要な施策と考えてございます。 

次の39ページ、40ページには５つ目の柱といたしまして、安ら

ぎと安心のまちづくりとして、健康・医療・福祉について、その方

向性を考えております。 

市民一人一人がいつまでも健康で生き生きとした生活を送れる

ような環境を整えていくことはまちづくりの基本であると考えてお

ります。こうしたことから、高度で良質な高度医療の提供や市民の

自立助長を支援していく資金づくり、また安心して産み育てること

のできる子育て支援などの新市が取り組まなければならない重要な

課題であると考えております。 

次の41ページにつきましては、最後の柱ということですけれど

も、行財政運営、市民サービスということで、以上それぞれご説明

申し上げました計画の実現に向けた取り組みを説明させていただい

ております。 

特に基礎的な市民サービスの維持、向上させていくことは基本

的なことでございますが、新市におきましても市域が広域化してい

くわけでございますが、それに対応していくために電算機器の活用

や情報基盤の整備などを推進していくことといたしております。 

また、行財政改革を推進することによりまして、財政の健全化

を図っていくとともに、統一的な組織体制の見直しや人材育成にも
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努めていくものとしております。具体的には吉川支所の設置、情報

基盤の整備、行政評価システムの推進、斎場の建設などを考えてい

るところでございます。 

以上、新市建設計画の内容及び主な事業案でございますけども、

ご説明申し上げておりますが、この計画書につきましては、合併後

の新市の方向性を示すものでありまして、その点を十分ご理解いた

だきたいと思います。 

また、この計画書は当合併協議会で協議をされまして、さらに

住民説明会で住民の方々のご意見をおかりしながら、継続的に協議

をさせていただく予定といたしております。 

また、この協議と並行して県との、またこの計画の作成に当た

りましては、向こう10年間にわたる計画であるということ、また

事業を行う上での財政計画が必要であること、また、その関係する

県事業の位置づけなどが必要となってまいりますので、県との協議

が今後必要となってまいります。 

したがいまして、この協議と並行しながら県との調整も進めて

まいっておりますので、県との協議の結果、若干の修正を加えてい

くことも考えられますので、その点ご理解を賜りますようお願いを

申し上げたいと思います。 

また、今後目次のところで未稿となって上げております財政計

画や関連する県事業が明らかになった段階で、改めてこのような内

容もお示ししながら協議を賜りたいと思っておりますので、よろし

くご協議賜りたいと思っております。 

以上、簡単ですけども、概要について説明を申し上げました。 

加古議長      ただいま協議第37号の新市建設計画につきまして説明が終わっ

たわけでございます。ご質問並びにご意見等ございましたら、ご発

言をお願いいたします。 

西本委員      西本でございます。 

新市計画まちづくりということで、非常に合併することによっ



－40－ 

てのデメリットよりもメリットがあるということが、すべて三木市、

吉川町も含めてそういうアンケート調査の結果が出ているのをベー

スにして策定されていると。そこで二、三お尋ねをしたいと思いま

す。 

まず、この策定方針の位置づけについては、10年間ということ

でございますので、特にその中で新市において地域の一体性を十分

に生かすと。現在の三木市と吉川町との一体性。そこで、どんな大

きな格差にあるのかないのかということはわかりませんけれども、

そういったものを醸成していくということを考えられていますね。 

２つ目に施策事業と住民サービスの充実を図ると。その中で特

に財政運営のために真に必要とされるものを選定して行うという位

置づけを、まず基本にされておると思います。 

そういうふうなことからお尋ねをしたいと思うんですけれども、

特に合併の必要性ということで前段にございますが、厳しい財政状

況を乗り越えていくために、１つは行政組織のスリム化をするため

の必要性、２つ目には議員、職員数の減少による人件費、各種事務

経費の削減が必要となるという合併の必要性が位置づけされており

ます。 

この辺のところについて、10年間とする基本方向について、も

しお答えいただければお答えいただきたいと思います。 

それから、新市建設の基本方針についてでございますが、これ

はすべて中を見てみますと、住民アンケートの調査をベースにされ

ておるが、もっともなことだと思っております。 

そこでお尋ねします。 

まず１つはやすらぎと安心のまちづくりということで、いろい

ろ上がっておりますが、吉川町、三木市アンケートありましたよう

に、現在子育てをされております親たちの一番不安というものが上

がっておることを前回にも質問させていただいたと思っております

が、総合的な子育て支援の強化等というものが上がっております。
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これについて10年間に方向として、現在考えられているのについて

お答えいただければと思っております。 

２つ目、公共のまちづくりということですが、その中には体験

型観光の充実といった面、特に三木市より吉川町の方が現在として

は中心になると思っておりますけれども、その体験型観光の充実等

について、もしコメントがあればお聞きしたいと思います。 

３つ目、力強い行財政のまちづくりということなんですが、特

に市民参加という言葉と参画ということ。市民参加と参画の中身は

大きく違うんですが、市民参画による協働のまちづくりということ

で、特にこれは新市計画の中で市民への行政に対する市民の参画あ

るいはそういう役割を持ってまちづくりをしたいんだと、こういう

ことを位置づけされているんですか、その辺についてどのように市

民参画をお願いしていくのか。 

お願いというのかちょっとわかりませんが、行政に明るい、市

民で明るい、それぞれ役割があるんですが、その役割が現在ばらば

らであるということのデメリットでしょうということであろうかと

思うんですが、そういう市民の参画と協働によるまちづくりのでき

たら原点の10年間の方向ということ。 

それから４点目は新市の施策についてでございますが、行財政

の運営、市民サービスの計画、実践という言葉があります。特に施

策事業の中でいろいろずっと上がっておりますが、具体的なこうい

うことの報告がずっとそれぞれあるわけですが、特に真に必要なも

のが優先的ということですので、その辺のことをずっと羅列されて

ますという若干矛盾を私自身感じる点があるんですが、その辺のと

ころについてもコメントいただいたらと思っています。 

以上です。 

澤田幹事長     幹事長の澤田でございます。 

新市計画について、全般的な基本的なご質問でございまして、

個々具体的なものについては、またこれは所管になろうと思います
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ので対応させていただきますが、今質問がございました。順次見解

を述べていきたいと思います。 

まず、行政組織について、これについては今後行政改革を通じ

て見直しをしておくということがあるがどうだということでござい

ます。まさにそのとおりでございまして、三木市の行政組織機構に

つきましても、この合併が一つの機会に加わることは間違いないこ

とでございまして、もう既に庁内におきまして組織機構の見直し、

調整会というものをつくりまして、具体的な検討に入っております。 

しかし、長い歴史の中で構築をしてきた現在の組織をどう見直

しをするかということにつきましては、合併後にできるということ

ではなくて、合併前にある程度それを想定して、整備をしておかな

ければ、なかなか対応できないということもございますので、本格

的に行政組織の見直し検討について取り組んでいきたいというふう

に考えておりますので、当然新市計画の中では、それに対応してい

くということになるわけであります。 

それから議員数の削減の関係がございましたが、これにつきま

しては、行政のサイドで、これをとやかくということは、権限上こ

れはできませんので、三木市、吉川町の議会において十分協議、ご

議論をいただいて、適切な方向性を出していただくことになるかな

と思っておりまして、それを受けて、また協議会にも提案をさせて

いただく。 

いずれにいたしましても、これは条例事項でございますから、

議会の方で方向性を出していただきたい、このように考えておりま

す。 

それから子育て支援といいますのは、両市町を見ましても、や

はり少子高齢化ということが現象的に進んでおりますので、何とし

ても子供、それから若い世代の定着化ということが最大の課題でご

ざいますので、これを何とか考えていかなきゃならない。もちろん

就学前の措置、教育、また義務教育関係の対応ということも出てま
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いりますので、これについても取り組んでいかなければならないと

いうことでございます。 

体験型観光、これは三木市でも観光行政に今後力を入れていく

ということでありますけれども、吉川町にもこれに観光的な要素と

いうものが最近どんどんふえてきておる。よかたんの温泉、また、

新しくできました山田錦の館、この辺は市内外はもちろんのこと、

県内外からも集客ができる施設であるということでございますので、

これらを含めた観光の充実、これは最大の課題であろうということ

で、これが出ているわけでございます。 

それから市民参加、参画と協働ということでありますが、これ

は三木市の総合計画の中に一番に上げている一つの手法でございま

して、参画をいただいて、行政のいろいろな面においてのあり方な

り、また行動について、活動について協力をいただくと。それが協

働につながっているということでございますので、参加というより

は、参画の方がさらに突っ込んだ形の市民参加、市民のかかわり方

ではないかということで、これは総合計画に上げております第１番

目の手法をここに上げているわけでございます。 

それから新市行財政の中で真に必要なものを設定しているとい

うこと、一番重要なことでありまして、今までの合併の先例がある

わけでありますけれども、それを聞きますと、合併のときの条件で、

あれもこれもということで、その要望に対応したために、後で非常

に大きな負担が残ってしまった。後の市政運営が非常に難しくなっ

たという前提が近隣でもあるわけでございますし、どこということ

は言えませんけれども、そういうことの轍を踏まないような行財政

いわゆるその施策と、それから財政をリンクさせたきちっとした計

画が必要ではないかということで、真に必要なものに対応している

ということをあえて表現しているわけでございます。 

全般的には非常に広い新市計画になっておりますけれども、こ

こに上げたものが全部できるということではございません。この中
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で今度の合併特例債を受けて、やるべきものも前提にもちろんここ

に入れておるわけでありますけれども、そのほか特例債の対象では

ないものにしても、やはり両市町の新市が誕生したときには、やは

りまちづくりとしてやっていかなければならないこともここに上げ

ておりますので、そういうことで、この計画のご理解をいただきた

いというふうに思います。 

以上でございます。 

加古議長      どうぞ。 

西田委員      青山の西田です。 

前回から今回の資料を見させていただきますと、きょうから10

年先の数字で右上がりに見ていくものがほとんど見当たらない。右

上がりで大きくなっていくのは、お年寄りが非常に多くなる、それ

から子供さんが小さくなる。数字的に率が下がっていくというよう

な非常に厳しい状況になる数字が多く出ております。 

その中で、将来の三木、吉川が一緒になったときに、今から次

世代の方たちが、この三木、吉川に永住するに当たりまして、どの

ように本当に考えているのか。ここには非常に内容的にはすばらし

い内容がかかっているように思いますが、農村地区においても、日

本じゅうどこでも同じということですが、次世代がここに残って、

本当に百姓をする、農業をするという方がどれだけ見込んでいるの

か。 

また私の方の新しい町、青山とか緑が丘住宅においても、私も

子供３人おるんですが、すべて大阪、神戸というように青山に住ん

でいただけない。将来本当にふるさとにというように、私個人の人

間なんですが、40年たっても田舎には家を置いて帰りたいなとい

うように思って現在おるんですが、吉川の今からの子供さんたちが

本当にふるさとに、東京、大阪で勉強しても三木とか吉川に帰って、

百姓なり、地域のために帰ってくる人たちがどれだけおるか。 

そのような町をつくっていただきたいというように思っておる
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んですが、本当に将来的に、ここには問題点がないんであろうか。

どういうような問題を考えているのかというような付近も含んで大

ざっぱな質問ですけども、ちょっとご返事いただければありがたい

かなというように思います。 

澤田幹事長     西田委員さんのご質問でございます。 

現状の分析というような形で、前段に人口の動態とか、市民の

意識調査の結果とかというものをつけておりますが、言われました

とおり、その中から見えるのは非常に厳しい状況である。 

一口でいいますと、人口が減少しているということが一番大き

な、施政としてはむしろ後退をしているということが見られます。

その中でも、これは吉川町と三木、共通でございますけれども、若

い世代、それから特に子供世代、こういうものが少ないわけでござ

います。 

現在の三木といたしましては、子育て環境といいますか、そう

いう若い若年の定着というようなことについては非常に最大の課題

ということで、合併以前の問題でもあるわけでございますから毎年

重点事項としてやっておりますけれども、そういう認識は持ってお

ります。 

したがいまして、そういう中で今後の新市のあり方ということ

が出てくると考えます。確かに農業をめぐる後継者問題も厳しいわ

けでございます。当然、それも最大の課題になっておりますし、特

に新しくできました住宅地、吉川町にも住宅地がありまして、まだ

平均年齢は三木と比べますと非常に低い、若い階層になっておりま

すけども、これもあと10年すれば三木と同じような年齢階層にな

ってくるということでありますから、その辺の支援対策といいます

か、それをどう定着を図るようなことをしていくかということで最

大の課題でございます。 

ここには明確な方法論としての計画は上げておりませんけれど

も、認識としては一番重要なことであろうというふうに思っており
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まして、それらの計画をさらに具体化する段階において抱えていか

なければならないなというふうにも考えております。 

中を見ていただきましたら、子育て支援とか、それから教育関

係の充実とかというようなことをいろいろ上げておりますけれども、

ちょっと今具体的にどれがどうのということは言えませんけれども、

もちろん重要な課題であるという認識のもとに、この新市計画をや

っております。 

それと前にも言いましたけれども、これ10年計画でございます

が、これは当面の新しい市としてどう取り組むべきかということで

ありますけれども、これをベースとして新市が誕生いたしましたら、

新総合計画を充実しなければならない。これは国の法律によって市

の将来の計画というものを、構想を充実して、これを議会の議決を

いただかなきゃならないわけでありますが、その方向に基づいて運

営をしていくということがございますので、その法律に基づく総合

計画も新たなものをつくらなければならないというふうに考えてお

りますので、それらを含めて、今言われましたようなことについて

も対応していくことが必要であるというふうに思っております。 

加古議長      どうぞ。 

西山委員      吉川の西山です。 

新市の施策の中の３番目の生き生きと活力あるまちづくり、産

業と経済の欄なんですが、この中に具体的なこれからの施策等が明

記をされております。 

まず、一番初めに山田錦の里づくりを上げております。大変、

吉川町にご配慮いただいたのはありがたく思っております。私はこ

れは一番初めに金物がくるんかなと思っていたんですが、山田錦の

里づくりをこれから三木市として進めようと。共通する大きな産業

あるいは特産のひとつであるということの位置づけをしていただい

ているかなという気がいたしております。 

これまでいろんな資料が出ておりますが、この中の数点につい
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てちょっとお尋ねしたいなと思います。 

まず体験型農業の推進、これは一番最後の参考のところにも出

てくるんですが、推進を具体的に三木市はどのようなことをされて

いるか私もちょっと勉強不足なんですが、体験型農業を推進して、

交流を深めようという事業が提案されていますが、具体的な案が煮

詰まりつつあるんでしょうか。 

それから地産地消の推進。これは山田錦の館で地産地消という

ことで吉川町も取り組んでいるんですが、どういった新たな位置づ

けが構想の中にあるのか。そういったことも少し気になるところで

ございます。 

それから、２番目の商工業、これもやっと金物ということで２

番目に位置づけをされておりますが、新殖産の振興という文字が上

がっております。新殖産の振興、新しい事業ということでしょうか。

これに関しましても何か大きなプランでもございますんでしょうか。 

それから一番下に商店街の活性化でございます。かつて我々が

幼かったころには三木市のナメラ商店街、あるいはいろんな商店街

があり、本当ににぎわっていたといった思いがあるのですが、確か

に商店街さんは今少しずつシャッターの面積がふえているという気

をいたしております。新たな商店街の活性化に何か講じなければ、

やはり寂しいんではないか。新たな一手がここにあるのかないのか、

考えておられるのか。 

それから、最後の観光でにぎわうまちづくり、これはただいま

農業体験、自然体験等が出ておりますけれども、これは前にも述べ

ましたので省きたいと思いますが、ゴルフ場の有効活用策の検討。

お客さんに来ていただいて、プレーだけをしていただいて、それも

一つの大きな税収にもなっておりますが、新たな有効活用、例えば

イベント等、何か大きなプランでも計画があるんでしょうか。こう

いった方針を見る限り、対策が何かあればお聞かせ願います。 

それと一つ戻るんですが、安全で快適なまちづくりの中で、一
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番上なんですが、生活バス路線の駅やコミュニティーバス路線の充

当でございます。実は私も吉川町の一番南の端ぐらいに当たるとこ

ろでございまして、コミュニティーバスが運行されましてから、大

変利用率が我々の地域は上がっておりまして、顔見るたびに、よか

たんバスと言うんですか、よかたんの先生が乗っておられますので、

コミュニティーバスという言い方よりもよかたんバスはどないなる

やろな。あれがのうなったら困んねや。ほんまにどこも行かれへん

ようになってまうんねやという意見が出ます。特に高齢の方、交通

手段のない方、そして独居の方、そういった方からバスの事業を存

続ということを非常に強く望まれております。 

また、提案も何も出ていませんし、今いろいろな時期尚早なん

ですが、ここでコミュニティーバスの充実ということが上がってお

ります。これを見る限りでは、これはバスは残してもらえるか。こ

れは一番我々の地域にとってはありがたい一説だなと、このように

思っておりますので、これはお願いなんですが、次のどこかで出て

くるかもしれませんが、ぜひともコミュニティーバスは残していた

だいて、本当にご審議を願いたいと、このような思いをひとつ言わ

せていただきまして、何点か質問いたしましたが、お答えいただけ

たら幸いでございますので、よろしくお願いをいたします。 

澤田幹事長     それでは私の方から総括的にお答えさせていただきたいと思い

ます。農業関係、先ほどまでは三木市の農業振興課長が来ておりま

したが、午後から対象がないということで席を外しております。 

体験型農業の推進ということにつきましては、これは国なり県の

農業施策の中でも重点項目、重点的なものになっておりますけれど

も、具体的にいいますと、三木市でもぶどうの観光ぶどう展、今回

ちょっと大きな影響を受けておりますけれども、こういうところで

市外都市市民がどんどん来ていただいて、そういう体験をしていた

だくというようなこともあろうと思います。 

また、黒豆といいますか、豆の生産と、またこれを実際市外から
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も買いに来ていただくというふうなことが、個々に言えばそういう

ことがあろうかと思いますが、そういうものを含めて今後やってい

くことが必要ではないか。特に吉川町は農業が非常に中心でござい

ますので、そういうところに相違と工夫をしていくための体験型の

これを推進するということでございます。 

それから地産地消につきましては、これは説明も要らないかと思

いますけれども、できるだけ地元でできたものを地元で処理をして

いるということでありますけども、観光とも関連いたしますけども、

吉川町でも山田錦の里でつくったものを直接販売をして、これは地

元の人だけではなくて、より多くの人が使っているということも地

産地消の一環ではないかと思いますので、これも最近よく言われて

いる農業振興施策の一つでございます。 

それから商工業の関係でありますけれども、新殖産の振興という

ことが上がっておりますが、もう既に三木市では毎年新殖産、また

新しいデザイン、すぐれたデザインに対しましては毎年コンクール

をやりまして、その優秀なものについては金物まつりで表彰をして

いるということでありまして、毎年意欲的な、また斬新な、そうい

う新殖産のテーマがございます。 

そういうことで、ここでは、それだけには限りませんけれども、

さらに有効な新殖産費が出てくれば、これを振興していきたい、こ

ういうことでございます。 

それから商店街の活性化ということで、商店街振興、一番難しい

問題でございまして、いろいろな三木市としても手だてをしようと

しております。例えば商店街で空き商店がございますと、それを市

が支援をして家賃に支援をすることによって新しい商店を誘致して

やっていただくと。また、今も計画しておりますけれども、地元の

神姫バスの中町の停留場と言われるところの近くにありますビルを

借りまして、そこに多くの小間を設けて、いろいろな趣味も実益も

兼ねたような場所を確保して、それで来ていただくようなことをし
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ようということで、人が寄っていただく方法論というようなことも

考えております。 

ですから、そういうことも含めて各商店街の振興ということはま

ちづくりの活性化に大きなこと、今後必要な施策であるということ

で、これも具体的なものは今後の課題であるというふうに考えてお

ります。 

それからゴルフ場の有効活用の件と、これも恐らく三木市と吉川

町のゴルフ場を合計いたしますと、全国の都市の中では一番多いゴ

ルフ場を有する都市になるんではないかと、このように思っており

ます。 

したがいまして、今もありましたように、これだけのゴルフ場が

あって、ここに多くの競技者も来るわけですけれども、ほかにもそ

の方々が残していただく、プレーだけで終わってしまうということ

については、これは芸がないというか、それではいけないというこ

とで、前々からそういうことの論議があるんですが、ですから、そ

ういう人を引きとめるような方法はないか。また、大きな大会を招

請をして多くの人に来ていただく。そのときにご資産を買っていた

だくというふうなことも考えていくべきではないかというような論

議がございまして、ここに上げているわけであります。 

それから農業体験、自然体験等の推進ということでありますが、

これも上の関係、体験型農業と一体的なものであると思いますけれ

ども、やっぱり観光的な農業ということを考えていくということも

地域振興、特に吉川町については必要ではないかというふうに考え

まして、ここに観光の分野でも農業を活用するということを上げて

いるわけであります。 

十分な、具体的なご説明にはなっておりませんけれども、そうい

う今後の大きな課題として計画に上げているということであります

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

加古議長      コミュニティーバスの関係は。 
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澤田幹事長     すみません。コミュニティーバスの関係でございます。 

三木市には公共交通といたしまして、鉄道が実際にございます。

それからバス路線とございます。これにつきましては、特に鉄軌道

にいての利用が非常に減少してきている。神戸電鉄、また三木鉄道

でございますが、そういう状況がございます。また、バス路線につ

きましても非常に経営そのものは難しい。ただ、幹線として西脇か

ら三木を通って神戸へ行く直通バス、さらに三木から出発して、新

興の緑が丘とか自由が丘を通って神戸へ入るバス。これは非常に盛

況でございまして、企業としてはドル箱路線なんてということはご

ざいます。 

しかし、全般的には公共共通、経営も非常に難しい。赤字が出

ますと、補てんをしなければならないということでございます。そ

れにつきましては、今公共交通の検討会というものを立ち上げまし

て、学者も入れましてどうあるべきかということを検討いたしてお

ります。 

吉川町のこのコミュニティーバス、この間も吉川町を視察させ

ていただいたときに直接見せていただきましたが、非常に合理的に

運営をされているんではないかというふうに思っております。その

ことが非常に吉川町の地域特性をうまく活用されているかな。それ

ぞれの谷筋の路線をうまく回っておられるということもございます。 

ですから、合併したら、これをすぐやめてしまうというような

ことじゃなくて、それが非常に有効な方法であるとするならば、む

しろ三木においても参考にさせてもらうことも必要ではないかとい

うような思いでございまして、これを合併したからといって、それ

を直ちにやめるというようなことはすべきではないという思いでご

ざいます。 

しかし、公共交通は全市的に見直しをしなければならないとい

うこともございますので、そういうことを含めて今後のあり方につ

いては検討していきたい。当然計画に載せていくということにはな
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ろうと思いますけれども、非常に有効な、合理的な方法をとってお

られるという評価でございます。 

以上です。 

加古議長      どうぞ。 

井川委員      今の公共交通についてお話がありましたけれども、この説明書

の第７章の公的施設の適正配置・整備ということで、非常に交通機

関で先ほどお話がありましたような審議会の中でも、また住民の方

も非常に関心が高いといいますが、意見が多いわけなんですね。 

それで、ここに書いてありますように統合整理と適正配置につ

いて、慎重に効率ということを加味して計画を立てていただきたい

と、このように思うわけなんです。 

非常に緑が丘の方からでも来るとなりますと、市役所へ来る、ま

た市民病院に来る、いろいろ問題がありまして、そうしますと、今

度吉川の方が合併になりましたら地域が広くなりますので、今言わ

れていたよかたんバスとか、ああいうのは非常にこちらとしてはい

いことをされているようにも思うわけなんです。 

施設を一つ一つ行くと、バス路線を一本ずつせないけんような、

そういうあれじゃなしに、いわゆる配置を考えていただきたいとい

うことなんです。 

前聞いた話ですけど、ヨーロッパの方では町をつくるときに病院

を真ん中へ持ってくるか、または市役所を真ん中へ持ってくるか。

学校はどういうところにというふうな市民が参加して、どういう計

画を立てて、そして町をつくる。そういうふうなお話も聞きました

ので、それと今度この機会に新しくされる場合には配置というもの

に十分気を配っていただきまして、今現在非常に高齢者がふえて出

ているわけなんですね。 

そうしますと、やはり自分で行くことがなかなか困難になりまし

て、今は我々も元気ですから、そう思いませんけれども、早晩に

我々もそういう立場になると思うんです。そうしましたら、たちま
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ち同じようなことになりますので、今から10年先と言われていま

すので、その10年先を見越しての話の場合には、やはりそういう

ことを考えていただいて配置というものをお願いしたい、そのよう

に思うわけなんです。 

ちょっとその辺だけよろしくお願いしたいと思います。 

澤田幹事長     井川委員さんのご意見はごもっともでございます。今初めに言

いましたように三木市の公共交通のあり方ということで随分検討し

てきているわけでありますけれども、まだ、基本的な方針を明確に

することまで至っておりません。しかし、今言われましたようなこ

とを十分考えてやらなきゃならないと考えております。 

ただ、問題は路線が幾らでも、市民の立場からすれば多ければ多

いほどいいということはありますけれども、ただ、それは経営とい

うことを考えましたら、幾らでも税金を突っ込んで、その路線を存

地していくということは非常に難しいかと思います。 

したがいまして、乗っていただく路線については充実をする。ま

た、乗られることが想定される路線については新設もやっていかな

きゃならないというふうに思いますけれども、どうしても今現に運

行している中で非常に少ない利用者の路線については、これは見直

しをさせていただかなければいけないのではないかということで、

統合整理ということも入れておりますけれども、しかし、市民、住

民の立場に立って、どれが一番いいかどうか。それからまたやり方

につきましては、今もありましたようにいろいろと方法論がござい

ますので、そのコミュニティーバス、これは吉川町にありますし、

今うちはゾーンバスと言っておりますけれども、ゾーンバス、また

福祉バスというふうな手法もあるかと思いますので、そういうこと

を一番適切な方法も考えながらやっていきたいと思います。 

今言いましたように、すればいいというものではないということ

だけについてはご理解をいただきたいと思います。 

加古議長      どうぞ。 
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小河委員      公共交通の話が出たついでなんですが、先ほど西田さんからの

質問がありまして、要するに若者が三木を離れていくといいますか、

若者の人口率が非常に減っていくという原因は、住みよい町とかと

いうようなことよりも、生活していかなければいけないと。今三木

市の中で働ける場所というのが非常に限られているということで、

どうしても都会で働かなければいけない。ところが、交通の面が非

常に悪いということで、飯を食うためにも三木を出ていかざるを得

ないというのが大きな原因だと思います。 

ということで、アンケートに一番多いのが豊かな自然環境とい

うのが生かすべき地域、２番目に大都市の利便性にすぐれた云々と

書いてあるんですけれども、三木近辺から通勤できる圏内はせいぜ

い神戸ぐらいですね。これが少し広がって、せめて大阪近辺まで通

勤できるんであれば、相当の人が三木に住んで、その場所としては

非常に住みよい絶好の場所だと思うんですけども、そういう都会で

働くということができるのではないかと。 

先ほどから交通の話が出ているんですけれども、残念ながら三

木から大阪へ行こうと思ったら神戸電鉄に乗って、新開地で乗りか

えて、２時間弱使って、これは毎日通勤するには非常に長過ぎとい

いますか。だから、これも何十年もそういうことで電鉄の方は余り

可能性がないようなので、例えばバス、高速道路を使って大阪まで、

せめて１時間ちょっとぐらいで行くような、そういう交通が考えら

れないのか。 

そういうことをちょっと感じているんですけれども、これら今

ここで言うてどうこうなることとは思いませんけれども、先ほどか

ら出ております町内のいろんなコネクションの交通も非常に重要だ

と思いますけれども、そういう長距離、少し離れた大阪当たり、１

時間ちょっとぐらいで行けるんであれば、相当の人が通勤できるよ

うになって、住めるようになるんじゃないか、三木に住めるように

なるんです。 
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車でいきますと、三木から吹田インターぐらいまでは40分とか、

四、五十分ぐらいで行けるんですよね。だから、何かそんな方法、

バスしか今のところは考えられないかと思うんですけども。 

加古議長      どうぞ。 

澤田幹事長     小河委員さんから交通の関係を重点にご質問いただきました。

行政におきましても若い人の定着ということが最大の課題であると

いう思いは、先ほども説明したとおりでございます。 

その若い人が定着を図る上で２点あると思うんですが、１つは働

く場所を確保できるかどうかということでありまして、今三木市で

は情報公園都市という県の大規模工場団地を建設が続いておりまし

て、もう既に３企業の決定があるわけでありますけれども、ここに

さらにＩＴ産業とか、そのほかの関係の企業進出がいただければ、

ある程度雇用については市内での確保ができてくるのかなと考えて

おります。 

ちょうど27ページに土地利用の関係の図面を上げておりますけれ

ども、吉川町の方におかれましても、上の方にごらんいただいてお

りますが、新産業創造エリアということで、かつてここで工業団地

を計画したいということで県と協議をされてきたところもあるわけ

でございます。これにつきましては、吉川町さんの方からも是非エ

リアということで、今は非常に難しい条件があるかもわからんです

けれども、将来またそういう団地が形成できるという可能性がある

以上は設定をしてほしいということで上げているわけでございます。 

そういうことで、そういう工場団地の建設ということに可能性を

持っているところでございますので、これを申し上げておきたいと

思います。 

それからもう一点は交通の被害でございます。大きくいいます

と、我々いろいろ都市計画関係でお話をする中で、吉川町は三木よ

りもはるかに大都市大阪に近い位置にあるということでございまし

て、この９ページの都市の概要ということで、この公共交通の路線
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も入っているわけでありますが、これから見ますと、吉川町から三

田、宝塚を通じて、大阪圏に近い位置にあるということでございま

す。 

これがどの程度、今後三木市全体として、このルートが利用で

きるか、活用できるかということがあるかと思いますけれども、し

かし、合併することによって、現在の三木市では神戸市に一番直近

にありますけれども、吉川町になりますと、大阪方面が近くなって

くるということでございますので、交通条件としては可能性が高く

なるというふうに評価をいたしております。 

そういう中で今後、今も出ておりましたけれども、その神戸へ

の一番近い交通アクセスの条件、また吉川町通じた大阪方面への交

通アクセスの条件、こういうものについても今後考えていく必要が

あるというふうに考えておりますけれども、今具体的に鉄道につき

ましては民間企業、または神戸市市営地下鉄というようなことにつ

きましては、市としては随分関係のところに要請をしておりますけ

れども、今すぐに実現という形になっておりませんので、今後の大

きな課題として全市を挙げて、それに計画なり推進に当たっていき

たいという思いでございますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

加古議長      ほかにございませんか。 

どうぞ。 

和泉委員      兵庫県にこうのとりというのがありますでしょう。私そのこう

のとりの委員をしてますんですけど、あれは昔は仲人さんというの

がありまして、恋愛をようせんという人は仲人さんが骨折りしより

ましたでしょう。そうしたところが、今はその後は青年団で恋愛し

たり、職場恋愛したりして、何とか結婚になりよりましたわ。今恋

愛もようせん、女の子もよう見つけん、男の人もよう見つけんとい

う人が独身だと思うんですわ。それで県が始まったのはこうのとり

ですよね。それで私も委員だから、男性に、あんた恋愛もようせん
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のと。こういうのがあるから、但馬で何日に会合があるから行かな

いって誘うんですよ。そんな遠いところ行けへんと言うんですよ。 

だから、このたび吉川と三木と合併しますんで、吉川から三木

にお嫁に来る、三木から吉川へ行くといったら近いでしょうね。遠

くない同じ市になるんですから。そういうこうのとりという名前は

県とややこしくなるから、名前を変えてさつき会にするとか何とか

考えて、そういう独身の人たちが出会える機会というんですか、そ

ういうのを若い人につくってあげると、結婚して子供も生んでもら

える、子育てにつながる、支援につながるというふうになってくる

んじゃないかなと。そういう構想は全く必要ございませんか。 

加古議長      三木がようやってますよ、年に２回ずつ。 

告野企画部長    企画部長の告野でございます。 

三木も年に２回、お見合いの機会をつくらせていただいて、大体

毎回男女若い方30数名ずつ参加いただいて、今ここにおられてい

る西本委員さんなり、西田委員さんにお世話いただいて、そういっ

た会合をクリスマスと七夕と２回やってございます。 

和泉委員      効果はありそうですか。 

告野企画部長    現に結婚された方もご報告いただいてございます。 

和泉委員      ありがとうございました。いいとこです。多いに私も応援した

い。 

加古議長      けど、何ぼが効果言われたら困る、正直。それで困っとんねや。 

和泉委員      つっかかりさえ……。 

加古議長      40組あっても、２回で80組。80組で、これが20あったら、これ

は効果あったな言うけど、１組やったら効果なかったのか言うんの

かやね、そこらあたりがつらいですが。 

和泉委員      息を長くせんと。 

加古議長      だから２回がええのか悪いのか言うたら、それは問題です。 

ほかにございませんか。 

ないようでございましたら、この新市建設計画につきまして、
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今もいろいろとご意見をお伺いいたしましたように、なかなか各論

と申しますか、真実味に答えられるだけのものになり切れないとい

うのも現実でございます。そんなことを考えましたら、一応文書と

して非常にいいなという気持ちはあっても、ご指摘いただいたよう

に確率的に何やと言われたら、ちょっと困るのも事実です。そんな

ことを考えましたら、もう少し財政計画なり、また県なり国の施策

といいますか、事業も調整をしながら、今の時点でこれはこの程度

でやむを得ない。 

だから、後のいろんな方策も考えながら、これは将来ともに決

定していくと、こういうようなことで、この37号につきましては

継続審議とさせていただきたい。そしてまた次の機会に他の案とも

かみ合わせながら、もっと具体的に話ができるものはさせていただ

いたらありがたいなと、こんな思いもいたしております。 

そのようなことから、この新市建設計画につきましては、継続し

てご審議をいただくということについて、ご理解なりご協力いただ

ける方の、継続審議することに賛成の方の挙手をお願いしたいと思

うんですが。 

（賛成者挙手） 

加古議長      ありがとうございます。 

また、もう一つ具体的なほかの案も出てまいりましたら、具体

的にもっと詰めた、また詰めさせていただかなきゃならんこともあ

ろうと思いますので、その点ひとつご理解いただきたいと存じ、感

謝申し上げ、協議第37号の新市建設計画につきましては全員挙手で

ございましたので、継続審議とさせていただきます。本当にありが

とうございました。 

それでは、次に事前提案をさせていただいて、次の審議会で篤

とご審議を煩わせたいと存じます。 

内容につきまして説明させていただきますので、よろしくお願

いをいたします。 
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38から42までのものにつきまして説明をさせていただきます。

よろしくお願いします。 

小谷事務局長    それでは、次回の協議会でまたご協議をお願いする項目につき

まして提案をさせていただきたいと思います。 

その説明に移らせていただきたいと思います。 

それでは、53ページをお開きいただきたいと思います。 

本資料の53ページでございます。 

提案第38号 各種事務事業（塵芥処理）の取扱いについて、次

のとおり提案をするといたします。 

１として、廃棄物処理施設については、次のとおりとするとし

まして、（１）ごみ焼却施設については、合併後速やかに三木市の

施設に統合し、吉川町の施設を休止する。両市町の埋め立て処分場

については継続をする。 

（２）として、両市町のし尿処理施設については継続する。 

２番として、ごみの収集については、両市町の体制で新市に引

き継ぎ、平成18年度末までに調整をするというものです。 

３つ目には廃棄物処理手数料については、両市町の額で新市に

引き継ぎ、ごみの減量化等を考慮して、平成18年度末までに調整

をするというものです。 

４番目はごみの減量化、資源化については、次のとおりとする

といたしまして、１つに支援化ごみ集団回収運動奨励事業について

は、合併後に三木市の制度に統一する。 

２つとして、生ごみ処理機等助成事業につきましては、合併後

に三木市の制度に統一するとするものでございます。 

次の54ページをお開きいただきたいと思います。 

１番の廃棄物処理施設についてであります。 

ここでは三木市と吉川町のごみ焼却施設の概要を示しておりま

す。三木市では焼却能力、日量117トンの施設がございます。吉川

町は焼却能力、日量20トンの施設がございます。三木市ではこの
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施設にまだ余力がございますので、吉川町のごみを受け入れしても

対応できる余裕がございます。 

したがいまして、合併後速やかに三木市の施設に統合し、吉川

町の施設は休止しようとするものでございます。 

次の55ページでございますけども、オの埋め立て処分場の関係

でございますけれども、これにつきましては両市町ともに予定量の

埋め立てには至っていないため、継続して使用しようとするもので

ございます。 

（２）のし尿処理施設についてでございますが、それぞれ稼働

をいたしておりまして、継続して使用することといたすものでござ

います。 

次56ページ、57ページをお開きいただきたいと思います。 

２のごみの収集についてでございますけども、収集日、資源ご

みの分別等も両市町で異なっているため、合併時は現行どおりとい

たしまして、18年度末までに調整しようとするものでございます。 

３の廃棄物処理手数料につきましては、両市町で異なっており

ます。吉川町では有料の指定ごみ袋対応となっておりますが、合併

時におきましては、現行どおりといたしまして、ごみの減量化等を

考慮いたしまして、18年度末までに調整をしようとするものでご

ざいます。 

次の58ページ、59ページでございます。 

４番の（１）資源化ごみ集団回収運動奨励事業につきましては、

三木市において子ども会やＰＴＡ等の各種団体での取り組みを支援

するため、リサイクル活動奨励金も交付をいたしております。 

これは各事業を吉川町区域にも広げ、ごみの減量、資源化運動

を推進しようとするものでございます。 

（２）の生ごみ処理機と助成事業につきましては、助成内容の

充実している三木市の制度に統一し、生ごみのリサイクル化を図ろ

うとするものでございます。 
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60ページから62ページには関係法令並びに先進事例を掲載いた

しております。 

次に、提案第39号に移らせていただきます。 

資料の63ページをお開きいただきたいと思います。 

提案第39号 各種事務事業（防災関係事業）の取扱いについて、

次のとおり提案するといたしまして、１に地域防災計画については、

合併後平成18年度に策定をするということ。 

また、２として総合防災訓練については、合併時に三木市の制

度に統一をする。 

３として、三木市消防署、吉川分署については現行のとおりと

する。 

４として、消防事務に関する規約等については、合併時に廃止

をする。 

５として、消防水利については、合併時に三木市の制度に統一

するといたすものでございます。 

次に64、65ページをお開きいただきたいと思います。 

１番の地域防災計画についてでございますけども、現在、両市

町にそれぞれ別々の計画がございます。合併しますと、三木市、吉

川町の区域を一本にした地域防災計画が必要となりますので、合併

後、平成18年度に新たに策定いたすものでございます。 

合併年度につきましては、両市町の計画に基づき災害発生時の

対応をすることとなります。 

２の総合防災訓練につきましては、合併時より三木市の制度を

適用し、両市町が一体となった総合防災訓練を実施いたすものでご

ざいます。 

次の66、67ページをお開きいただきたいと思います。 

３番の三木市消防署、吉川分署につきましては、現在、吉川町

が三木市に消防救急病院を委託し、吉川町と三木市の東部を守備範

囲といたしまして消防業務が行われております。 
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合併となりましても、吉川分署は存続し、新三木市の東部の拠

点として業務を続けることといたすものでございます。 

４番の消防事務に関する規約等につきましては、新三木市とな

るため合併時に廃止をいたします。 

５の消防水利につきましては、消火栓、防火水槽が設置をされ

ておりますが、防火水槽の設置につきましては、地元要望により設

置されております。この地元の負担に違いがございますが、合併時

には三木市の制度に統一し、消防水利の確保に努めるものでござい

ます。 

68ページにつきましては関係法令、先進事例を上げさせていた

だいております。 

次に、提案第40号に移らせていただきます。 

資料の69ページでございます。 

提案第40号 各種事務事業（建設関係事業）の取扱いについて、

次のとおり提案するといたしまして、１に建築行為と市道について

は、合併時に三木市の制度に統一する。 

２として、道路認定及び河川指定については、合併時に三木市

の制度に統一する。 

３として、占用料については、合併時に三木市の制度に統一を

する。 

４として、市営住宅については現行のとおりとするというもの

でございます。 

70ページ、71ページをお開きいただきたいと思います。 

70ページ、１では、建築行為と市道についてでございますけれ

ども、このことにつきまして吉川町には市道要綱がございません。

三木市にありますので、三木市の制度を適用しようとするものでご

ざいます。 

２番の道路認定及び河川指定につきましては、三木市と吉川町

では、その認定基準が異なりますが、合併時に三木市の制度に統一
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しようとするものでございます。 

現在の吉川町認定の道路につきましては、三木市の市道として

引き継ぎ、吉川町で特段の理由として補助整備、換地処分未利用地

区のある路線につきましては、現行により認定することといたして

おります。 

３の占用料についてでございますけれども、電柱等の占用料金

に違いがありますが、その違いは少ないので、合併時に三木市の制

度に統一し、占用料の徴収を行うことといたします。 

72、73ページには、その占用料金表を掲載いたしております。 

次に74ページをお開きいただきたいと思います。 

４番として市営住宅の関係でございますけれども、三木市にお

きましては市営住宅８団地388戸、特定公共賃貸住宅は11戸ござい

ます。吉川町には入居できる公営住宅はございませんので、入居対

象者を吉川町区域に拡大をいたすものでございます。 

75、76ページには住宅のそれぞれの内容を掲載いたしておりま

す。 

77ページから81ページにかけましては、関係法令、また先進事

例を掲載させていただいております。 

次に、提案第41号に移らせていただきます。 

資料の82ページでございます。 

提案第41号 各種事務事業（社会教育関係）の取扱いについて、

次のとおり提案するとするものでございまして、その１として、住

民学習（人権学習）については、合併時に三木市の制度に統一する。 

２として、政治意識については、合併後は統一して実施する。 

３、図書館については、合併時に三木市の制度に統一する。 

４として、吉川町中央公民館は三木市の公民館として引き継ぐ。 

５番として、勤労青少年ホームについては、現行のとおりとす

る。 

６として、市民運動場、町民体育館については、合併時に三木
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市の制度に統一をする。 

７番、野外活動振興事業（三木ホースランドパークミオの森）

については、合併時に三木市の制度に統一をするというものです。 

８として、市町主催のスポーツ大会ついては、現行のとおりと

する。また、体育協会等が主催する大会については、両市町の体育

協会及び種目協会にゆだねるというものでございます。 

９番、財団法人三木市スポーツ振興基金の事業につきましては、

合併時に三木市の制度に統一をする。 

10番、スポーツクラブ21については、現行のとおりとする。 

11番の吉川町の地区体育推進委員については、活動方法を自治

会等による自主運営に移行するということでございます。 

12番の文化財については、合併時に三木市の制度に統一すると

いうものでございます。 

83ページ、84ページをお開きいただきたいと思います。 

83ページ、１番の住民学習につきましては、両市町ともに全地

区で開催をされております。そこで、合併時には三木市の制度に統

一することといたしまして、推進段階、活動内容、活動方法は地域

の実情にあわせて実施することといたすものでございます。 

２の政治意識につきましては、合併後、新三木市として吉川区

域も含めた新成人を対象に統一して実施することにいたすものでご

ざいます。 

３の図書館については、三木市には市立図書館がございます。

吉川町には地方公民館がその機能を担っております。合併後は三木

市の制度に統一し、運営いたしますが、会館時間、休館日等の違い

につきましては、合併までに検討することといたすものでございま

す。 

85、86ページをお開きいただきたいと思います。 

４番の公民館についてでございますが、三木市内には８館ござ

います。地域の活動拠点として親しまれているものでございまして、
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吉川町にも町立の中央公民館と分館がございますが、合併後は三木

市の公民館として引き継ぐこととするものでございます。 

５番の勤労青少年ホームについては、吉川町にはございません

が、吉川区域まで対象範囲を広げようとするものでございます。 

次の87、88ページでございます。 

６番の市民運動場、市民体育館、勤労者、体育センター、町民

体育館につきましては、会館時間、休館日、申し込み方法、使用料

の減免に相違がございます。 

施設につきましては、新三木市の施設として存続をいたします

が、会館時間等の調整につきましては、合併後１年をめどに三木市

の制度に統一し、施設の運営を行うことといたすものでございます。 

また、野外活動振興事業につきましては、三木市におきまして、

三木ホースランドパークのミオの森で振興事業を行っております。

合併後におきましては、吉川地域まで範囲を広げて野外活動の振興

を図ることといたすものでございます。 

８の各種スポーツ大会につきましては、両市町主催のもの、ま

た、体育協会、種目協会等の主催でそれぞれ開催されておりますが、

市主催の大会につきましては、吉川地域まで範囲を広げて実施する

ことといたしまして、体育協会、種目協会等で開催されております

大会については、各協会にて調整の上、行われることとするもので

ございます。 

88から90ページには、それぞれの各大会を掲載させていただい

ております。 

91ページ、92ページをお開きいただきたいと思います。 

91ページ、９番にはスポーツ振興基金の関係でございますけれ

ども、三木市におきましては、三木市スポーツ振興基金はございま

して、指導者育成等の事業を実施いたしております。合併後は範囲

を吉川区域まで広げてスポーツの振興を図ろうとするものでござい

ます。 



－66－ 

10のスポーツクラブ21につきましては、両市町において小学校

区にそれぞれクラブが設置されております。合併後もスポーツの地

域拠点として現行どおり継続して、活動を行うものでございます。 

93、94ページをお開きいただきたいと思います。 

11の地区体育推進委員につきましては、吉川町では主に町民体

育祭と町内のスポーツ大会参加の働きかけをされてございます。三

木市では、各自治会で自主的に活動されているということから、合

併後におきましては、吉川区域も地域の実情にあわせて自主運営さ

れるよう移行しようとするものでございます。 

12の文化財につきましては、両市町の文化財保護条例に基づき

まして市町指定の文化財がございます。合併後におきましては、三

木市文化財保護審議会におかれまして、吉川町指定の文化財を三木

指定の文化財に指定がえを行い、後世に伝えていくことといたすも

のでございます。 

95ページには先進事例を掲載させていただいております。 

次に、提案第42号に移らせていただきます。 

資料96ページでございます。 

提案第42号 各種事務事業（市町立学校等の通学区域）の取扱

いについて、次のとおり提案するというものでございまして、小・

中学校の通学区域については、現行のとおりとするというものでご

ざいます。 

次に97ページをお開きいただきたいと思います。 

現在、三木市では小学校は13校、中学校７校がございます。吉

川町は小学校が４校、中学校が１校ございます。合併後も公立小・

中学校は存続するので、通学区域については現行のとおりとして運

営いたすものでございます。 

98、99ページから100ページには、それぞれ各学校の通学範囲な

り、先進事例を掲載させていただいております。 

以上、提案の項目５件につきまして説明を終わらせていただき
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ます。 

加古議長      提案の説明が終わったわけでございます。質問等がございまし

たら、ご発言をお願いいたします。 

どうぞ。 

西本委員      時間の関係もありますので、簡単に。提案の関係ですけれども、

ご質問したと思います。 

１つは廃棄物処理についてですが、吉川町の現施設は休止する

となっているんですが、休止はずっとするということで、休止する

ですので、その辺のことについて施設の活用とかいうものはないの

かどうかということが１点と、それと関連して、ごみの収集につい

てお聞きします。 

18年度末までに調整するということですが、19年度が統一とい

うことになると思いますが、それまで合併後の関係、吉川町が現在

収集というのは直営４台、職員でされてございます。合併後、三木

市の施設を活用をされるわけですので、この収集機、現在の４台と

いいますと、三木からでは少なく往復30分なり40分かかると思う

んですが、そういう収集計画等についてを含めての調整ということ

になろうかと思いますが、それについてお尋ねしたいと思うんです。 

続いて、廃棄物処理手数料の関係、吉川町の場合は指定ごみ袋、

町指定ごみ袋、これも18年度までに調整ということなんですが、

その辺についての見通しがもしあれば、調整の内容についてお教え

いただきたいと思います。 

以上です。 

宮脇委員      これはただいま西本さん言われました提案に対する質問ですけ

れども、これが次回の協議事項になるわけです。そのときに協議に

なられた方がいいんじゃございませんでしょうか。 

加古議長      さき聞いておく必要のある部分は、聞いていただいて結構です

が。どうしても次の議会に言わないかんことだったら、次の機会に

言っていただいて結構です。 
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だから、今ご発言いただいたから的確に返事ができるかという、

これはまた別の問題です。 

宮脇委員      それはそうです。 

西台        市民生活部の西台でございます。 

まず１点目のごみ焼却施設の関係でございますが、吉川町のご

み焼却施設を休止するというふうな考え方につきましては、現在、

吉川町のごみ焼却施設につきましては、平成８年３月から稼働して

おります施設でございまして、老朽化とあわせまして、オーバーホ

ール等の費用がかかってくるというふうなことで、三木の施設につ

きましても余裕がございます。 

そこで、焼却施設につきましては三木市の方の施設を利用しよ

うというふうな考え方でございます。将来的にはどうかというふう

なことにつきましては、まだまだ結構検討する課題かと考えており

ます。 

それとごみ収集につきまして、現在の吉川町につきましては６

人で収集をしておりまして、30分、40分ほど三木の方に収集する

となれば時間かかるというふうなことでございます。 

収集計画はどうかというふうなことでございますが、その点に

つきましては十分検討して、収集計画を立ててまいりたいと考えて

おります。 

それと町指定のごみ袋の関係でございます。これにつきまして

は、三木は指定をしておりますが、袋につきましては市販の袋とい

うふうなことでございまして、吉川町につきましては吉川町でつく

られた袋で統一して今収集をされています。 

この調整につきましては、十分住民の皆さんのご意見も賜りつ

つ、また、近隣各市の取り組み状況と、また国の方につきましても

廃棄物の処理手数料の関係の一定の方向も出ようかというふうな時

期に来ております。そこらも十分検討の上、対応してまいりたいと

考えております。 



－69－ 

以上です。 

加古議長      今お話がございましたが、どうしても尋ねておいた方がいいと

いう方についてお尋ねを。きょう半分尋ねておいてもろうたら、あ

と返事するのにいろいろ楽ですね。 

ございませんか。 

ないようでございましたら、一応事前提案事項の説明を終わら

せていただいたわけでございますので、このあたりで本日の協議会

を閉会と思うわけでございますが、ほかに何かございませんか。 

ないようでございましたら、事務連絡を事務局の方からさせて

いただきます。 

小谷事務局長    それでは最後になりますけれども、次第の５番、その他のとこ

ろでいつものごとく日程につきましての確認をお願いしたいと思い

ます。 

第８回目の協議会を９月27日月曜日、午後１時30分から、今度

は吉川町さんの方でお願いをしたいと思います。 

第９回目につきましては、10月14日木曜日、午後１時30分から、

この三木市の方で行わせていただきたいと思っております。また、

第10回目につきましては、11月８日、午後１時30分から吉川町さ

んの方で開催をさせていただくべく予定をいたしておりますので、

日程調整をよろしくお願い申し上げたいと思います。 

事務局からは以上でございます。 

中久保委員     以前に10月28日とお聞きしていたものはなくなったんでしょう

か。 

小谷事務局長    以前に基本的なスケジュールをお示ししておったかもわかりま

せんけれども、その後いろいろと都合が出てまいりまして、その日

はとりやめをさせていただきまして、11月８日に変更させていた

だこうといたしておりますので、よろしくお願いいたしたいと思い

ます。 

岩波副会長     それでは閉めさせていただきます。 
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本当に長時間熱心にご協議をいただきまして、ありがとうござ

いました。 

吉川町にとりましては、この７回のきょうの協議会というのは、

特に水道、下水道につきましては、非常に私も吉川町の者として

強い思いでこっちまできました。ただいま三木市長さん初め、県

のシカイあるいは三木市民の皆さんの深いご理解をいただきまし

て、統一ということでご決定をいただきました。大変うれしく感

謝をいたすものでございます。 

今後におきましても、ずっと日程が続いておりますし、また新

市計画につきましても継続ということであります。次の機会で十

分ご理解をいただき、また新市計画、10年間で市民、町民が願う

基本的な方向にとっておるかどうかということについてご検討い

ただいたらいいんじゃないか、このように考えます。 

どうぞご理解をいただきまして、ご多忙でありましょうけども、

新市計画につきましても十分目を通していただきまして、次の会

議に望んでいただきますようお願い申し上げ、きょうの会議を閉

じさせていただきます。 

ありがとうございました。 

閉会 午後４時47分 




